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史
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ご
あ
い
さ
つ

　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
は
、原
則
と
し
て
三
年
に
い
ち
ど
史
料
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）年
に
第
一
回
が
開
催
さ
れ
、

今
回
が
第
三
六
回
と
な
り
ま
し
た
。

　
史
料
編
纂
所
は
、国
の
内
外
で
前
近
代
の
日
本
史
に
関
係
す
る
史
料
を
調
査
・
研
究
し
、基
幹
史
料
集
の
編
纂
・
出
版
を
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続

け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
史
料
編
纂
所
で
は
、複
製
に
よ
る
史
料
収
集
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
明
治
時
代
か
ら
の
手
書
き
に
よ
る
写
本
の
作
成
に
加
え
、

戦
後
し
ば
ら
く
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
、現
在
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
写
真
撮
影
が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
息
の
長
い
史
料
調
査

に
よ
っ
て
、膨
大
な
数
の
複
製
史
料
を
蓄
積
す
る
一
方
で
、信
頼
の
お
け
る
機
関
に
大
切
な
古
文
書
等
を
委
ね
た
い
と
い
う
原
蔵
者
の
お
気
持
ち
か
ら
、国

宝
・
重
要
文
化
財
を
含
む
多
く
の
原
本
史
料
が
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
三
年
に
い
ち
ど
の
史
料
展
覧
会
は
こ
う
し
た
貴
重
な
原
本
史
料
を

ひ
ろ
く
一
般
に
公
開
す
る
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
企
画
展
示「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
、世
界
と
日
本
」と
題
し
、前
近
代
の
対
外
関
係
・
対
外
交
流
に
か
か
わ
る
史
料
を
出
陳
し
ま
す
。
平
安
前
期
の
常

暁（
入
唐
八
家
）が
請
来
し
た
太
元
帥
法
に
関
す
る
史
料
か
ら
始
ま
り
、鎌
倉
・
室
町
・
戦
国
・
江
戸
時
代
ま
で
の
対
外
関
係
史
料
が
並
び
ま
す
。
な
か
で
も

今
回
の
展
示
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
公
開
の
機
会
が
な
か
っ
た
大
型
史
料
で
し
ょ
う
。
豊
臣
秀
吉
旗
下
の
武
将
前
田
玄
以
を
都と

督と
く

僉せ
ん

事じ

に
任
じ
た
明
の
公
文
書（
明み
ん

国こ
く

箚さ
っ

付ぷ

）は
、ほ
ぼ
八
〇
年
ぶ
り
の
出
陳
で
す
。
ま
た
、ス
ペ
イ
ン
、オ
ラ
ン
ダ
、シ
ャ
ム
、カ
ン
ボ
ジ
ア
、さ
ら
に
琉
球
や
朝
鮮
、

蝦
夷
、ロ
シ
ア
に
関
す
る
古
文
書
や
絵
図
・
地
図
、絵
巻
類
、日
本
人
の
海
外
渡
航
を
禁
じ
た「
鎖
国
令
」か
ら
、幕
末
の
開
国
後
に
必
要
と
な
っ
た
旅
券
に
関

す
る
史
料
ま
で
、国
宝
九
点
・
重
要
文
化
財
四
点
を
含
む
貴
重
史
料
を
展
示
し
ま
す
。

　
あ
わ
せ
て
、新
収
の
中
世
史
料
原
本
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、ま
た
研
究
所
の
紹
介
や
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
分
野
に
絞
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
パ

ネ
ル
展
示（
倭
寇
図
像
・
古
写
真
研
究
な
ど
）も
お
こ
な
い
ま
す
。

　
日
本
史
の
原
本
史
料
の
数
々
を
ご
覧
い
た
だ
き
、時
を
こ
え
て
史
料
が
語
る
歴
史
の
世
界
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
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【
凡
例
】

●
こ
の
図
録
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
お
い
て
、
二
〇
一
三（
平
成
二
五
）年
一
一
月
八
日

（
金
）・
九
日（
土
）の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
す
る
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
第
三
六
回
史
料

展
覧
会
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
、
世
界
と
日
本
」
の
解
説
付
き
図
録
で
あ
る
。

●
史
料
番
号
は
展
示
会
場
で
の
陳
列
番
号
と
一
致
す
る
が
、
陳
列
の
順
序
と
は
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
。

●
史
料
解
説
の
表
記
は
、
史
料
番
号
、
指
定
記
号（
◎
は
国
宝
、
〇
は
重
要
文
化
財
）、
史
料
名

称
、
員
数
、
材
質
技
法
、
法
量（
単
位
は
㎝
）、
時
代
、
年
代
ま
た
は
世
紀
、
架
蔵
番
号
の
順

と
し
た
。

　
年
代
の
記
載
は
各
史
料
の
記
載
に
従
い
、
参
考
と
し
て
西
暦
、
ま
た
日
本
年
号
を
付
し
た
。

●
江
戸
時
代
以
前
の
時
代
区
分
は
左
記
の
と
お
り
と
し
た
。

　
　
平
安
時
代
　
　（
　
七
九
四
年
～
一
一
八
五
年
）

　
　
鎌
倉
時
代
　
　（
一
一
八
五
年
～
一
三
三
三
年
）

　
　
南
北
朝
時
代
　（
一
三
三
三
年
～
一
三
九
二
年
）

　
　
室
町
時
代
　
　（
一
三
九
二
年
～
一
五
七
三
年
）

　
　
安
土
桃
山
時
代（
一
五
七
三
年
～
一
六
〇
三
年
）

　
　
江
戸
時
代
　
　（
一
六
〇
三
年
～
一
八
六
七
年
）

●
史
料
解
説
の
釈
文
は
、
省
略
、
ま
た
は
関
係
箇
所
の
抄
録
と
し
た
場
合
が
あ
る
。

●
史
料
解
説
は
左
記
の
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
員
、
お
よ
び
展
示
の
協
力
者
が
執
筆
し
た
。

分
担
は
各
解
説
の
最
後
に
付
し
た
。

　
　
厚
谷
和
雄
・
荒
木
裕
行
・
岡
美
穂
子
・
岡
本
真
・
黒
嶋
敏
・
佐
藤
雄
介
・
須
田
牧
子
・
田
島
公
・

　
高
橋
慎
一
朗
・
鶴
田
啓
・
西
田
友
広
・
保
谷
徹
・
松
井
洋
子
・
松
方
冬
子
・
山
本
博
文

　
　
石
田
千
尋（
鶴
見
大
学
文
学
部
教
授
）・
彭
浩（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
外
国
人
研
究
員
）

●
史
料
写
真
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
、
お
よ
び
史
料
保
存
技
術
室（
谷
昭
佳
・

　
高
山
さ
や
か
）の
撮
影
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

●
編
集
は
第
三
六
回
史
料
展
覧
会
実
行
委
員
会
お
よ
び
ニ
ュ
ー
カ
ラ
ー
写
真
印
刷
株
式
会
社
が

行
っ
た
。

●
第
三
六
回
史
料
展
覧
会
実
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
保
谷
徹（
委
員
長
）・
高
橋
敏
子（
副
委
員
長
）・
飯
塚
英
一
郎
・
黒
嶋
敏
・
小
宮
木
代
良
・

　
　
末
柄
豊
・
須
田
牧
子（
幹
事
）・
藤
原
重
雄
・
三
浦
弘
三
・
山
口
香
織
・
山
口
和
夫
・

　
　
山
家
浩
樹

　一
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本



5

1
　
太
元
帥
法
秘
抄

2
◎
東
鑑（
元
仁
元
年
二
月
二
九
日
条
）

2
参
考
　
新
刊
吾
妻
鏡（
元
仁
元
年
二
月
二
九
日
条
）

大陸との交流

　二
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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3
　
高
麗
牒
状
不
審
条
々

4
○
関
東
御
教
書（
二
階
堂
家
文
書
の
う
ち
）

蒙古襲来
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5
　
若
狭
国
守
護
代
・
税
所
代
連
署
遵
行
状

4
参
考
○
蒙
古
合
戦
勲
功
賞
配
分
状（
二
階
堂
家
文
書
の
う
ち
）

端裏書
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6
◎
芥
河
愛
阿
書
状

7
　
俊
仲
周
鷹
書
状（
蔭
凉
軒
日
録
残
簡
紙
背
）

9
◎
朝
倉
義
景
書
状

東シナ海域のひろがり



9

8　蒋洲咨文



10

10　明国箚付

武威と東アジア



11

11
　
朝
鮮
国
松
雲
大
師
惟
政
書
状

12
◎
豊
臣
秀
吉
書
状
写



12

13
◎
琉
球
国
中
山
王
尚
寧
起
請
文

　二
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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14
◎
暹
邏
国
握
浮

丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
書
状

「鎖国令」まで

14朱円印（実寸）14朱方印「鄭鎮山関防印」（実寸）

17朱方印「清王之璽」（実寸）

　三
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本



14

16
◎
イ
ス
パ
ニ
ヤ
国
使
節
ド
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
・
ア
ヤ
ラ
、

ド
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
連
署
書
状

15
◎
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
平
戸
商
館
長

ジ
ャ
ッ
ク
ス
・
ス
ペ
ッ
ク
ス
書
状



15

18
◎
江
戸
幕
府
年
寄
酒
井
忠
世
・
酒
井
忠
勝
連
署
奉
書
案

17　

安
南
国
鄭

令
旨
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20
○
柬
埔
寨
国

天
賜
書
状
写

長崎貿易の世界

20朱円印写（実寸）



17

19　

信
牌

20　柬埔寨国 天賜書状写・漢文訳



18

21　

唐
船
舶
載
反
物
切
本
帳

22　オランダ甲比丹ブロムホフ家族図（部分）



19

22　

和
蘭
甲
比
丹
ブ
ロ
ム
ホ
フ
家
族
図（
全
図
）



20

23○韓客酬和

25　

対
馬
藩
家
老
古
川
暢
往
等
連
署
書
状

日朝関係と対馬

　三
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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24　

薬
材
禽
獣
御
吟
味
被
仰
出
候
始
終
覚
書

麋（鹿の一種）

蝟（はりねずみ）

　四
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本



22

26○蝦夷地絵図

蝦夷地を描く



23

拡大図（部分）

凡例部分



24

27　

露
国
使
節
レ
ザ
ノ
フ
来
航
絵
巻

上巻

日露関係の端緒



25

拡大図（部分）



26

下巻



27

28　

米
国
水
師
提
督
ペ
リ
ー
自
署
書
翰

29　

海
外
旅
行
券
取
極
通
知
一
件

表紙

幕末外交



28

30　

会
津
藩
士
等
旅
券
添
状（
横
山
主
税
分
）

表

裏

　四
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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１
　
太た

い

元げ
ん

帥す
い

法ほ
う

秘ひ

鈔し
ょ
う

　
　
一
巻〈
前
闕
〉

紙
本
墨
書
　
縦
二
七
・
八

鎌
倉
時
代
　
一
三
世
紀

Ｓ
貴
二
五
―
二

　
太
元
帥
法
の
由
緒
を
始
め
、
修
法
の
次
第
等
を
諸
書
よ
り
抄

出
し
た
記
録
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
醍
醐
寺
の
寛か

ん

覚が
く

が
文
書
の
紙

背
を
利
用
し
て
自
ら
撰
集
し
、
文
永
年
中（
一
二
六
四
～
一
二

七
四
）に
灌か

ん

頂じ
ょ
う

の
師
で
あ
る
延
命
院
法
印
観か

ん

俊し
ゅ
ん

の
披
見
を
求
め

た
も
の
で
、
こ
れ
を
伝
領
し
た
後
人
が
追
補
を
加
え
て
い
る
。

　
太
元
帥
法
は
太
元
帥
明
王
を
本
尊
と
す
る
秘
法
で
、
入に

っ

唐と
う

八は
っ

家け

の
一
人
で
あ
る
常じ

ょ
う

暁ぎ
ょ
う

に
よ
り
将
来
さ
れ
、
仁
寿
元
年（
八
五

一
）一
二
月
、
後ご

七し
ち

日に
ち
の

御み

修し

法ほ

に
准
じ
て
毎
年
正
月
八
日
か
ら

七
日
間
、
常
暁
が
太
元
帥
法
の
尊
像
等
を
安
置
し
た
法ほ

う

琳り
ん

寺じ

の

別べ
っ

当と
う

が
太た

い

元げ
ん

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

と
し
て
勤
修
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
常
暁

は
治
国
の
宝
、
勝
敵
の
要
と
し
て
の
功
徳
を
宣
揚
し
た
が
、
天

慶
三
年（
八
四
〇
）の
平

た
い
ら
の

将ま
さ

門か
ど

の
乱
に
際
し
て
太
元
帥
法
が
修

さ
れ
て
霊
験
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
図
版
は
現
存
す
る
文
首
部

分
で
、
常
暁
の
『
入
唐
根
本
大
師
記
』
お
よ
び
寵ち

ょ
う

寿じ
ゅ

の
『
太
元

帥
法
縁
起
』
の
抄
出
。
承
和
五
年（
八
三
八
）の
入
唐
、
栖せ

い

霊り
ょ
う

寺じ

に
お
け
る
文

か
ら
の
太
元
帥
法
の
受
伝
、
同
六
年
の
帰
朝
の

様
子
を
記
し
て
い
る
。	

（
厚
谷
）

	

〔
参
考
〕	東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
「
太
元
秘
記
」『
柳
原
家
記

録
百
九
』（
二
〇
〇
一
―
一
〇
―
一
〇
九
）、
永
村
真
「
修
法

と
聖
教
―
太
元
帥
法
を
通
し
て
」（『
中
世
寺
院
史
料
論
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）

【
釈
文
】

（
前
闕
）

根
本
記
云
、
以
承
和
三
年
丙辰

、
五
月
、
銜
入
唐
命
、
其
年
并
同

四
年
、
不
果
渡
海
、
五
月年
年〻

戊午

、
六
月
進
発
、
同
八
月
到
岸
、
住

淮
南
大
都
督
府
廣
陵
館
、
同
十
二
月
移
住
栖
霊
寺
大
悲
持
念

院
、
始
隨
文

和
尚
、
受
□
大
道
法
、
同
六
年
正
月
四
日
、
設

二
百
僧
斎
、
供
四
衆
、
同
二
月
十
九
日
受
灌
頂
、
同
廿
一
日
准

勅
赴
本
朝
、

縁
起
云
、
右
寵
寿
謹
検
故
実
、
先
師
権
律
師
常
暁
承
和
五
年
奉

詔
入
唐
、
隨
使
赴
道
、
暮
潮
解
纜
、
秋
風
飛
帆
、
同
年
八
月
到

淮
南
城
、
住
廣
陵
館
、
爰
本
朝
沙
門
霊
宣
之
弟
子
有
両
三
人
、

始
逢
律
師
陳
曰
、
我
等
師
霊
宣
和
尚
日
本
国
人
、
為
望
仏
日
、

早
入
唐
朝
、
戒
珠
全
瑩
、
恵
鏡
恒
照
、
専
為
国
土
之
衛
護
、
亦

為
人
天
帰
依
、
請
益
究
功
、
擬
還
之
際
、
官
家
惜
留
、
敢
不

許
、
垂
没
之
時
、
命
吾
等
曰
、
求
法
之
志
、
為
思
本
国
、
而
大

国
留
我
、
微
志
不
遂
、
噫
徒
苦
蒼
浪
之
途
、
終
失
素
懐
之
旨
、

方
今
仏
像
・
聖
教
、
皆
渡
本
郷
、
但
未
伝
者
、
太
元
帥
之
道
而

已
、
斯
尊
則
如
来
之
肝
心
、
衆
生
之
父
母
、
衛
国
之
甲
冑
、
防

難
之
神
方
也
、
此
亦
唯
為
国
王
、
専
行
宮
中
、
輙
為
黎
庶
、
不

及
城
外
、
是
秘
重
蜜
法
也
、
須
待
得
本
国
求
法
之
人
、
将
属

此
深
密
之
法
耳
、
故
郷
之
恩
、
以
此
為
報
、
汝
輩
莫
失
、
努

力
々
々
者
、
吾
等
深
守
此
言
、
久
待
其
人
、
今
得
遇
子
、
先
師

願
足
矣
、
因
太
元
帥
諸
身
曼
荼
羅
・
法
文
・
道
具
等
、
授
与
祖

師
訖
、
於
是
律
師
適
得
此
法
、
未
詳
用
修
、
便
遇
栖
霊
寺
文

和
尚
、
始
学
法
儀
、
漸
究
尊
道
、
授
以
太
元
帥
法
、
許
以
阿
闍

梨
位
、
又
花
林
寺
座
主
元
照
問
宗
義
、
得
法
文
・
道
具
等
、
学

金
剛
界
大
法
・
諸
尊
法
畢
、
以
同
六
年
帰
本
朝
、
爰
承
和
聖
主

聞
斯
法
之
神
験
、
深
以
崇
重
之
、
同
七
年
、
仰
所
司
、
依
法
造

作
一
百
利
剣
・
一
百
弓
箭
・
種
々
道
具
、
被
荘
厳
也
、
同
年
十

二
月
始
修
之
於
常
寧
殿
云
々
、

２
◎
東あ

ず
ま

鑑か
が
み（

元げ
ん

仁に
ん

元
年
二
月
二
九
日
条
）　
一
冊（
五
二
冊
の
う
ち
）

紙
本
墨
書
　
三
〇
・
六
×
二
二
・
四

江
戸
時
代
　
一
七
世
紀

島
津
家
文
書
五
三
―
一
―
二
七

　『
東
鑑
』（『
吾
妻
鏡
』
と
も
）は
鎌
倉
末
期
に
鎌
倉
幕
府
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
。
原
本
は
伝
来
せ
ず
、
複
数
の
系

統
の
写
本
が
存
在
す
る
。
島
津
家
文
書
中
の
『
東
鑑
』（
以
下
、

島
津
本
）は
、
島
津
家
で
収
集
・
整
備
さ
れ
、
慶
安
三
年（
一
六

五
〇
）に
江
戸
幕
府
へ
献
上
さ
れ
た
も
の
の
写
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
参
考
と
し
た
『
新
刊
吾
妻
鏡
』
は
、
慶
長
一
〇
年（
一
六

〇
五
）に
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

の
命
令
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
慶
長
古

活
字
本
・
伏
見
版
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
島
津
本
に
は
、

慶
長
古
活
字
本
や
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
北
条

本
に
は
見
ら
れ
な
い
記
事
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
補
う

も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
当
該
部
分
は
貞
応
二
年（
一

二
二
三
）の
冬
、
越
後
国
寺て

ら

泊ど
ま
り

に
漂
着
し
た
異
国
船
に
関
す
る

記
事
で
あ
る
。

　
こ
の
日
、
乗
員
の
持
ち
物
な
ど
が
越
後
国
守
護
で
あ
っ
た
北ほ

う

条じ
ょ
う

朝と
も

時と
き

か
ら
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
銀
製
の
札
が

あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
四
文
字
を
誰
も
読
む
こ
と
が
で

解
説
と
釈
文

　五
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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状
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
五
六
、
二

〇
一
一
）

【
釈
文
】

高
麗
牒
状
不
審
条
々

一
、
以
前
状
文
永
五
年
、

揚
蒙
古
之
徳
、
今
度
状
文
永
八
年
、

韋
毳
者
無

遠
慮
云
々
、
如
何
、

一
、
文
永
五
年
状
書
年
号
、
今
度
不
書
年
号
事

一
、
以
前
状
、
帰
蒙
古
之
徳
、
成
君
臣
之
義年
礼〻

云
々
、
今
状
、　

遷
宅
江
華
、
近
四
十
年
、
云被
々
如髪
何

〻

〻

〻

〻

左
衽
、
聖
賢
所
悪
、

仍
又
遷
都
珎
嶋
云事
々
〻
　
〻

一
、
今
度
状
、
端
ニ
ハ
不
従
成
戦
之
思
也
、
奥
ニ
ハ
為
蒙
被

〔
彼
カ
〕

使

云
々
、
如前

後何
〻
　
〻

相
違
如
何
、

一
、
漂
風
人
護
送
事
、

一
、
屯
金（

慶
尚
道
）

海
府
之
兵
、
先
廿
許
人
、
送
日
本
国
事

一
、
我
本
朝
統
合
三
韓
事

一
、
安
寧
社
稷
、
待
天
時
事

一
、
請
胡
騎
数
万
兵
事

一
、
達
兇
旒
許
、
垂
寛
宥
事

一
、
奉
贄
事

一
、

貴
朝

遣
使
問
訊
事

※
「
韋い

毳ぜ
い

」
と
は
な
め
し
革
と
毛
織
物
で
遊
牧
民
族
を
指
す
。「
被ひ

髪は
つ

左さ

衽じ
ん

」
と
は
結
わ
な
い
髪
と
左
前
の
衣
裳
の
こ
と
で
儒
教
が
卑
し
む
蛮
俗

を
意
味
す
る
。「
社し
ゃ

稷し
ょ
く

」
と
は
国
家
。「
兇き

ょ
う

旒り
ゅ
う

」
と
は
恐
ろ
し
い
ふ
き
な

が
し
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
モ
ン
ゴ
ル
の
旗
を
意
味
す
る
。

４
○
関か

ん

東と
う

御み

教ぎ
ょ
う

書し
ょ（

二に

階か
い

堂ど
う

家け

文も
ん

書じ
ょ

の
う
ち
）　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
三
・
〇
×
四
六
・
九

鎌
倉
時
代
　
文
永
八
年（
一
二
七
一
）

Ｓ
島
津
家
文
書
七
九
―
四
―
二
―
九

　
江
戸
時
代
に
薩さ

つ

摩ま

藩は
ん

島し
ま

津づ

家け

の
家
臣
で
あ
っ
た
二
階
堂
家
に

伝
わ
っ
た
、『
二
階
堂
家
文
書
』
の
な
か
の
一
通
。
文
永
五
年

３
　
高こ

う

麗ら
い

牒ち
ょ
う

状じ
ょ
う

不ふ

審し
ん

条じ
ょ
う

々じ
ょ
う

　
　
一
通
　

紙
本
墨
書
　
三
二
・
八
×
四
九
・
四

鎌
倉
時
代
　
文
永
八
年（
一
二
七
一
）

未
整
理

　
一
二
六
八
年（
高
麗
元
宗
九
、
文
永
五
）に
モ
ン
ゴ
ル
側
に

た
っ
た
高
麗
政
府
が
送
っ
た
「
牒
状
」（
政
府
間
で
取
り
交
わ
し

た
外
交
文
書
）と
、
一
二
七
一
年
の
三さ

ん

別べ
つ

抄し
ょ
う

サ
ン
ピ
ョ
ル
ジ
ョ

か
ら
の
「
牒
状
」

の
内
容
を
比
較
し
て
、
疑
問
点
や
注
意
点
な
ど
を
列
挙
し
た
も

の
。
一
二
三
〇
年
代
初
頭
に
始
ま
る
モ
ン
ゴ
ル
の
高
麗
侵
攻
に

よ
り
、
高
麗
は
都
を
開か

い

城じ
ょ
う

		

ケ		

ソ
ン	

か
ら
江こ

う

華か

島と
う

カ
ン	

フ
ァ			

ド

に
遷
し
た
。
し
か
し
、

一
二
七
〇
年
、
国
王
元
宗
と
文
臣
ら
は
遂
に
屈
服
し
て
首
都
帰

還
を
決
定
。
一
三
世
紀
初
め
に
創
設
さ
れ
た
三
別
抄
は
こ
の
決

定
に
反
し
、
全ぜ

ん

羅ら

道ど
う

	

チ
ョ
ル					

ラ				

ド	

を
根
拠
に
王
族
を
立
て
、
モ
ン
ゴ
ル
軍

と
高
麗
王
室
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。
一
二
七
一
年
、
三

別
抄
は
珍ち

ん

島と
う

	

チ
ン			

ド

よ
り
日
本
に
救
兵
と
兵
粮
を
求
め
る
「
牒
状
」
を

携
え
た
使
者
を
派
遣
し
た
が
、
日
本
側
は
そ
う
し
た
複
雑
な
情

勢
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。『
吉き

ち

続ぞ
く

記き

』
に
よ
れ
ば
「
高
麗
牒
状
」

は
鎌
倉
幕
府
を
経
て
京
都
の
朝
廷
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
内
容

を
め
ぐ
っ
て
評
定
が
続
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
本
文
書
に
は
文
字

を
訂
正
し
た
部
分
が
何
カ
所
か
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
朝
廷
の
評

定
で
披
露
す
る
報
告
書
を
作
る
た
め
の
参
考
資
料
と
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
三
別
抄
は
、
平
等
・
互
恵
の
原
則
で
日
本
と
関
係

を
結
び
、
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
の
脅
威
に
対
抗
し
よ
う
と
構
想
し

た
が
、
日
本
の
支
配
者
層
は
十
分
理
解
せ
ず
、
何
ら
の
反
応
も

起
こ
さ
な
か
っ
た
。
三
別
抄
を
は
じ
め
高
麗
国
内
で
の
反
乱
は

一
二
七
四
年
に
鎮
圧
さ
れ
、
同
年
日
本
侵
略
が
な
さ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
反
乱
が
日
本
へ
の
侵
攻
作
戦
を
遅
ら
せ
、
失
敗
に
至

ら
せ
た
一
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。	

（
田
島
）

	

〔
参
考
〕	石
井
正
敏
「
文
永
八
年
来
日
の
高
麗
使
に
つ
い
て
」（『
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
報
』
一
二
、
一
九
七
八
）、
村
井
章
介

「
三
別
抄
の
乱
」（
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
史
料
２
中
世
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）、
石
井
「
文
永
八
年
の
三
別
抄
牒

き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
文
字
は
そ
の
後
も
解
読
さ
れ
ず
、『
慶
長
見
聞
集
』（
巻

四
）に
は
、
読
め
な
い
文
字
は
無
い
と
い
う
人
物
に
、
こ
の
四

文
字
を
示
し
て
や
り
こ
め
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
林は

や
し

羅ら

山ざ
ん

は
寛
永
一
三
年（
一
六
三
六
）に
朝
鮮
通
信

使
の
一
員
で
あ
っ
た
文ぶ

ん

弘こ
う

積せ
き

ム
ン
ホ
ン
ジ
ッ
ク

に
読
み
方
を
尋
ね
て
お
り
、
文

弘
積
は
「
王
国
貴
族
」
と
読
む
の
で
は
な
い
か
と
答
え
て
い
る

（『
林
羅
山
文
集
』
巻
五
六
）。

　
近
代
以
降
、
こ
の
文
字
が
女じ

ょ

真し
ん

文
字
で
あ
り
、
札
は
東と

う

夏か

国

の
物
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
一
九
七
六
年
に
ロ
シ
ア

沿
海
州
の
シ
ャ
イ
ギ
ン
城
跡
か
ら
実
物
が
発
掘
さ
れ
、
一
文
字

目
は
王
の
署
名
、
以
下
三
文
字
は
女
真
文
字
五
文
字
を
組
み
合

わ
せ
た
も
の
で
、
駅
伝
の
利
用
を
許
可
す
る
牌（
パ
イ
ザ
）で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。	
（
西
田
）

	

〔
参
考
〕	田
中
義
三
郎
則
府
「
契
丹
女
真
新
資
料
の
言
語
学
的
寄
与
」

（『
日
本
語
学
と
ア
ル
タ
イ
語
学
』
明
治
書
院
、
一
九
九
一
、

初
出
一
九
八
五
）、
Ａ
・
Л
・
イ
ブ
リ
エ
フ（
川
崎
保
・
川

崎
輝
美
訳
）「
日
本
の
文
献
史
料
か
ら
見
た
シ
ャ
イ
ギ
ン
の

パ
イ
ザ
」（『
古
代
学
研
究
』
一
七
五
、
二
〇
〇
六
）

【
釈
文
】

廿
九
日
、
去
年
冬
比
、
高
麗
人
乗
船
流
寄
于
越
後
国
寺
泊
浦
、

仍
今
日
、
式
部
大
夫
朝
時

執
進
其
弓
箭
以
下
具
足
於
若
君
御
方
、

則
覧
之
、
奥
州
以
下
群
参
、
弓
二
張
、
仮
令
如
常
、
但
頗
短
、
似
夷

弓
、
以
皮
為
弦
、

羽
壺

一
、
太
刀
一
、常
刀
、
聊

細
長
躰
也
、

刀
一
、
大
略
同

常
刀
、

帯
一
筋
、以
緒
組
之
、
彼
帯
中
央

付
銀
簡
、
長
七
寸
、

広
二
寸
方
也
、
其
中
注
銘
四
字
也
、
又
銀
題

〔
匙
〕
一
、
銘

〔
鋸
〕
一
、
箸

一
双
、
動
物
骨

也
、

櫛
、
以
皮
造
之
、

櫛
袋
入
之
、
具
足
等
者
、
似
吾
国
之
類
、
皆
見
形

知
名
、
於
四
字
銘
者
、
文
士
数
輩
雖
令
参
候
、
無
読
之
人
云

云
、

簡
銘
書
様
　（
銘
文
省
略
）
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至
大
二
年（
延
慶
二
、
一
三
〇
九
）正
月
、
貿
易
上
の
ト
ラ
ブ

ル
か
ら
日
本
人
が
元
の
慶
元
府（
浙
江
省
寧
波
市
）で
放
火
を
行

う
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
す
ぐ
に
日
本
に
も

伝
わ
っ
た
よ
う
で
、
同
二
月
二
六
日
に
は
肥
前
国
に
対
し
「
異

賊
の
事
、
襲
来
す
べ
き
の
由
、
そ
の
聞
こ
え
あ
り
」
と
し
て
、

ま
た
長
門
国
で
も
「
異
賊
蜂
起
」
に
よ
り
祈
禱
が
命
じ
ら
れ
て

い
る（『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
六
〇
四
・
二
三
六
〇
五
、
肥
前
実
相

院
文
書
・
長
門
一
宮
住
吉
神
社
文
書
）。
こ
れ
ら
は
鎮ち

ん

西ぜ
い

探た
ん

題だ
い

お
よ
び
長な

が

門と

・
周す

防お
う

探た
ん

題だ
い（
い
ず
れ
も
幕
府
の
出
先
機
関
）に
よ

る
対
応
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
元
で
も
こ
の
事
件
を
受
け

て
、
沿
海
地
域
の
警
備
強
化
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

情
報
を
受
け
て
、
延
慶
三
年
二
月
に
幕
府
は
全
国
に
異
国
降
伏

の
祈
禱
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。	

（
西
田
）

	

〔
参
考
〕	榎
本
渉
「
日
本
遠
征
以
後
に
お
け
る
元
朝
の
倭
船
対
策
」

（『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
―
九
～
一
四
世
紀
―
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
七
）

【
釈
文
】

「（
端
裏
書
）
異
国
降
伏
事
　
延
慶
三
」

異
国
降
伏
御
祈
事
、
関
東
御
教
書
并
公
文
所
御
書
下
副
守
護

御
施
行

如

此
、
早
任
被
仰
下
之
旨
、
致
御
祈
禱
忠
勤
、
可
被
進
巻
数
候
、

仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「（

押
紙
）税
所
代
海
部
左
衛
門
尉
」

　
　
延
慶
三
年
四
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
氏（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「（

押
紙
）守
護
代
山
北
六
郎
入
道
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
忍（
花
押
）

　
　「（

押
紙
）桃
井
駿
河
守
殿
御
請
取
」

明
通
寺
院
主
御
房

4
参
考
○
蒙
古
合
戦
勲
功
賞
配
分
状（
二
階
堂
家
文
書
の
う
ち
）

紙
本
墨
書

鎌
倉
時
代
　
嘉
元
三
年（
一
三
〇
五
）

Ｓ
島
津
家
文
書
七
九
―
四
―
五
―
四

【
釈
文
】

　
弘
安
四
年
蒙
古
合
戦
勲
功
賞
配
分
事

一
人
薩
摩
国
阿
多
北
方
地
頭
常
陸
入
道
女
子
藤
原
氏
代
景
重
・

景
忠

　
田
地
五
町
　
薩
摩
国
給
黎
院
給
黎
三
郎

入
道
法
西
跡

　
　
一
所
　
一
町
七
反
廿
　
　
上
籠
里

久
木
崎

　
　
一
所
　
八
反
中
　
　
　
　
伊
草
田
同
里

　
　
一
所
　
四
反
卌
　
　
　
　
橋
切
同

　
　
一
所
　
一
町
九
反
卅
中
　
山
崎
田
二
町
七
反
内
同

　
屋
敷
二
宇

　
　
一
宇
　
水
坂
薗
田
貫
村
内

　
　
一
宇
　
三
郎
次
郎
薗
同
村
内

右
、
孔
子
配
分
如
此
、
且
守
先
例
、
可
令
領
知
之
状
如
件
、

　
　
嘉
元
三
年
四
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上（

北

条

政

顕

）

総
介
平
朝
臣（
花
押
）

５
　
若わ

か

狭さ
の

国く
に

守し
ゅ

護ご

代だ
い

・
税さ

い

所し
ょ

代だ
い

連れ
ん

署し
ょ

遵じ
ゅ
ん

行ぎ
ょ
う

状じ
ょ
う

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
〇
・
七
×
四
三
・
〇

鎌
倉
時
代
　
延
慶
三
年（
一
三
一
〇
）

未
整
理

　
延
慶
三
年（
一
三
一
〇
）二
月
二
九
日
に
発
せ
ら
れ
た
関か

ん

東と
う

御み

教ぎ
ょ
う

書し
ょ（
鎌
倉
幕
府
の
命
令
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
九
一
七
、
若

狭
明
通
寺
文
書
）を
受
け
て
、
若
狭
国
の
守
護
代
・
税
所
代
が
、

明み
ょ
う

通つ
う

寺じ
（
福
井
県
小
浜
市
）に
対
し
異
国
降
伏
の
祈
禱
を
命
じ
た

文
書
。
も
と
は
明
通
寺
に
伝
来
し
た
。

　
文
永
・
弘
安
の
蒙
古
襲
来
以
降
も
異
国
警
固
番
役
や
異
国
降

伏
祈
禱
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
僧
侶
や
貿
易
船
の
往
来

も
行
わ
れ
て
い
た
。

（
一
二
六
八
）正
月
に
日
本
に
通
好
を
求
め
る
モ
ン
ゴ
ル
の
国
書

が
届
き
、
文
永
八
年（
一
二
七
一
）八
月
に
は
、
国
書
を
無
視
す

る
と
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
襲
来
は
避
け
ら
れ
ぬ
、
と
い
う
高
麗
か
ら

の
警
告
の
書
が
届
い
た（
№
３
「
高
麗
牒
状
不
審
条
々
」
に
よ

る
）。
こ
れ
を
う
け
た
幕
府
が
、「
蒙も

う

古こ

人
」
に
対
す
る
防
備
の

た
め
に
、
九
州
に
所
領
を
持
つ
関
東
の
御
家
人
に
、
九
州
へ
の

下
向
を
命
じ
た
書
類
の
う
ち
の
一
例
が
こ
の
史
料
で
あ
る
。

　
相
模
国
懐

ふ
と
こ
ろ

島じ
ま

郷ご
う（
神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
）を
本
拠
と
し
て
い

た
二に

階か
い

堂ど
う

行ゆ
き

景か
げ

に
対
し
て
、
所
領
の
一
つ
で
あ
る
薩
摩
国
阿あ

多た

北き
た

方か
た（
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
）へ
代
官
を
派
遣
し
て
、
薩
摩
守

護
の
島し

ま

津づ

久ひ
さ

時と
き

に
し
た
が
っ
て
異
国
に
対
す
る
防
御
を
固
め

よ
、
と
命
じ
て
い
る
。
の
ち
に
行
景
の
子
泰や

す

行ゆ
き

は
、
阿
多
北
方

に
本
拠
を
移
し
、
子
孫
は
薩
摩
で
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
弘
安
四
年（
一
二
八
一
）の
蒙
古
襲
来
の
際
に
九
州

に
派
遣
さ
れ
た
二
階
堂
氏
の
代
官
二
人
に
は
、
合
戦
後
に
恩
賞

と
し
て
幕
府
か
ら
薩
摩
の
土
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る（
参
考
図

版
）。	

（
高
橋
慎
）

【
釈
文
】

蒙
古
人
可
襲
来
之
由
、
有
其
聞
之
間
、
所
下
遣
御
家
人
等
於
鎮

西
也
、
早
速
差
下
器
用
代
官
於
薩
摩
国
阿
多
北
方
、
相
伴
守
護

人
、
且
令
致
異
国
之
防
禦
、
且
可
鎮
領
内
之
悪
党
者
、
依
仰
執

達
如
件
、

　
　
文
永
八
年
九
月
十
三
日
　
　
　
　
　
相（

北
条
時
宗
）

模
守（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左（

北

条

政

村

）

京
権
大
夫（
花
押
）

　
　
阿
多
北
方
地
頭
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先
度
之
目
安
、
案
文
を
う
つ
し
と
ゝ
め
候
て
の
ほ
せ
ら
れ
候
、

御
面
目
之
至
候
、
同
愚
身
か
方
へ
状
も
そ
へ
被
上
候
、
就
中
京

都
へ
の
吹
挙
雑
掌
事
、
此
時
御
身
体
を
も
被
定
候
ハ
ん
と
存
候

へ
ハ
、
如
何
に
も
御
奔
走
あ
る
へ
く
候
哉
、
若
又
京
都
事
大
慶

候
ハ
ゝ
、
早
々
犬（

島
津
久
林
）

太
郎
殿
御
参
可
然
存
候
、
両
条
ニ
一
ケ
条
、

今
度
御
定
候
ハ
て
ハ
と
存
候
、
此
旨
可
得
御
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
卯
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛（

芥
河
）阿（
花
押
）

　
　
　
　
知（

今
給
黎
久
俊
）

覧
長
門
殿

　
　
　
　
石
塚
大
和
殿

７
　
俊し

ゅ
ん

仲ち
ゅ
う

周し
ゅ
う

鷹よ
う

書し
ょ

状じ
ょ
う（

蔭い
ん

凉り
ょ
う

軒け
ん

日に
ち

録ろ
く

残ざ
ん

簡か
ん

紙し

背は
い

）　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
一
・
三
×
四
五
・
八

室
町
時
代
　
延
徳
元
年（
一
四
八
九
）

Ｓ
貴
四
八
―
一
一

　
遣
明
船
土ど

官か
ん

の
選
定
に
つ
き
、
俊
仲
周
鷹
が
蔭
凉
軒
主
亀き

泉せ
ん

集し
ゅ
う

証し
ょ
う

に
宛
て
た
書
状
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
二
年
六
月
一
七
・

一
八
日
条
の
紙
背
と
し
て
残
る
。
明
応
二
年（
一
四
九
三
）出
発

の
明
応
度
遣
明
船
は
、
最
終
的
に
、
公
方
船
一
艘
・
細
川
船
二

艘
と
い
う
、
事
実
上
細
川
氏
の
独
占
状
態
で
派
遣
さ
れ
た
が
、

当
初
は
、
公
方
船
二
艘
・
大
内
船
一
艘
と
い
う
、
大
内
氏
色
の

強
い
船
団
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
差
出
の
俊
仲
周
鷹
は
、
こ

の
遣
明
船
の
居こ

座ざ

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
諸し

ょ

役や
く

者し
ゃ

と
呼
ば
れ
る
遣
明
使
節
団
の
幹
部
は
、
正
使
・
副
使
各
一
人
、

居
座
数
名
、
土
官
数
名
で
構
成
さ
れ
、
う
ち
居
座
ま
で
が
室む

ろ

町ま
ち

殿ど
の

か
ら
直
接
任
じ
ら
れ
た
。

　
本
状
に
つ
い
て
は
、『
蔭
凉
軒
日
録
』
延
徳
元
年
九
月
二
三

日
・
同
二
五
日
・
一
〇
月
朔
日
・
同
二
日
等
に
関
連
記
事
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
鷹
は
集
証
に
対
し
、
遣
明
船
の
諸
役

者
の
う
ち
、
土
官
に
つ
い
て
は
、
官
方
か
ら
の
推
薦
を
禁
止
す

る
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
細ほ

そ

川か
わ

政ま
さ

元も
と

か
ら
推
薦

が
あ
っ
た
と
し
て
も
了
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が

諸
役
者
の
意
見
だ
と
述
べ
て
お
り（
一
〇
月
朔
日
条
）、
こ
れ
を

６
◎
芥あ

く
た

河が
わ

愛あ
い

阿あ

書し
ょ

状じ
ょ
う

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
二
八
・
二
×
八
八
・
四

室
町
時
代
　
一
五
世
紀

Ｓ
島
津
家
文
書
二
―
一
三
―
一
七

　
応
永
二
三
年（
一
四
一
六
）頃
、
九き

ゅ
う

州し
ゅ
う

探た
ん

題だ
い

の
被ひ

官か
ん

で
あ
る
愛

阿
が
、
島し

ま

津づ

総そ
う

州し
ゅ
う

家け

の
被
官
に
宛
て
た
、「
南な

ん

蛮ば
ん

船せ
ん

」
来
航
報

告
の
返
書
。
一
四
世
紀
後
期
以
降
、
大
陸
の
明
は
海
禁
政
策
を

と
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
レ
ー
半
島
や
イ
ン
ド
シ
ナ
方
面
に
拠

点
を
移
し
た
商
業
勢
力
を
、
日
本
で
は
「
南
蛮
」
と
呼
ん
で
い

た
。
彼
ら
は
日
本
や
朝
鮮
国
と
の
交
易
の
た
め
、
例
年
春
に
吹

く
南
東
の
季
節
風
に
乗
っ
て
東
シ
ナ
海
を
北
上
し
て
お
り
、
そ

の
対
応
を
愛
阿
が
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
国
船
の
接
遇

が
博は

か

多た

の
九
州
探
題
の
職
掌
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
こ
ろ
薩さ

つ

摩ま

国
の
守
護
職
だ
っ
た
島
津
氏
は
総
州
家
と
奥お

う

州し
ゅ
う

家け

と
に
分
か
れ
内
紛
状
態
に
あ
っ
た
。
奥
州
家
の
久ひ

さ

豊と
よ

か
ら

攻
め
ら
れ
た
島
津
久ひ

さ

世よ
（
久ひ

さ

林も
り

の
父
）は
、
応
永
二
三
年
正
月
に

自
害
し
て
い
る
た
め
、
本
文
書
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
時
期
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
書
後
半
に
は
、
劣
勢
に
立
っ
た
島
津
総

州
家
が
、
九
州
探
題
を
通
じ
て
室
町
幕
府
の
支
持
を
得
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
幕
府
の
上
意
下
達
と
外
国
船
の
来

航
報
告
が
同
じ
ラ
イ
ン
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

	

（
黒
嶋
）

	

〔
参
考
〕	高
柳
光
寿
「
応
永
年
間
に
於
け
る
南
蛮
船
来
航
の
文
書
に
つ

い
て
」（『
高
柳
光
寿
史
学
論
文
集
　
上
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
〇
）、
黒
嶋
敏
「
室
町
幕
府
と
南
蛮
」（『
青
山
史
学
』
三

〇
、
二
〇
一
二
）

【
釈
文
】（『
大
日
本
古
文
書
　
島
津
家
文
書
一
』
六
二
二
号
）

就
南
蛮
船
事
、
三
月
廿
七
日
御
状
、
卯
月
十
三
日
到
来
、
則
令

披
露
候
了
、
仍
　
上
意
慇
懃
ニ
事
を
御
と
ゝ
け
候
よ
し
、
本
望

之
由
候
、
そ
れ
よ
り
の
御
状
、
南
蛮
船
着
岸
の
御
注
進
、
明
後

日
十
七
日

京
都
へ
被
立
候
、
同
御
申
次
第
、
修（

島
津
久
豊
）

理
亮
不
義
之
条
、

パ
ネ
ル
展
示
「
海か
い

東と
う

諸し
ょ

国こ
く

総そ
う

図ず

」（『
海か
い

東と
う

諸し
ょ

国こ
く

紀き

』
の
う
ち
）

版
本
　
三
二
・
六
×
二
一
・
二

室
町
時
代
　
一
五
世
紀

Ｓ
貴
二
三
―
二

　
朝
鮮
成
宗
二
年（
文
明
三
、
一
四
七
一
）に
王
命
に
よ
り

申し
ん

叔し
ゅ
く

舟し
ゅ
う

シ
ン
ス
ク
チ
ュ（
一
四
一
七
～
七
五
）が
編
纂
し
た
『
海
東
諸
国
紀
』
に

収
め
ら
れ
る
九
点
の
地
図
の
う
ち
の
一
つ
。
申
叔
舟
は
、
礼
曹

判
書
を
長
く
務
め
「
事
大
交
隣
を
以
て
己
が
任
と
な
す
」
と
称

さ
れ
た
外
交
通
で
、
最
後
は
領
議
政
ま
で
至
っ
た
人
物
。『
海

東
諸
国
紀
』
は
、
地
図
・
日
本
国
紀
・
琉
球
国
紀
・
朝ち

ょ
う

聘へ
い

応お
う

接せ
つ

紀き

・
附
録
か
ら
な
り
、
こ
の
地
域
の
歴
史
・
地
理
・
風
俗
・
言

語
お
よ
び
朝
鮮
と
の
通
交
の
沿
革
、
朝
鮮
へ
の
使
人
の
接
待
規

定
等
を
詳
細
に
記
し
、
外
交
に
関
わ
る
実
務
書
と
し
て
重
視
さ

れ
た
。
こ
の
う
ち
地
図
は
、
日
本
列
島
と
琉
球
弧
の
島
々
、
お

よ
び
朝
鮮
南
部
を
一
枚
に
描
い
た
こ
の
「
海
東
諸
国
総
図
」
の

ほ
か
、「
日
本
本
国
之
図
」・「
日
本
国
西
海
道
九
州
之
図
」・「
日

本
国
壱
岐
島
之
図
」・「
日
本
国
対
馬
島
之
図
」・「
琉
球
国
之
図
」

お
よ
び
朝
鮮
の
浦
所
を
描
く
「
熊
川
斉
浦
図
」・「
釜
山
図
」・「
蔚

山
図
」
か
ら
な
る
。
航
路
や
港
が
詳
細
に
書
き
こ
ま
れ
、
実
用

的
で
あ
る
反
面
、
架
空
の
国
々
も
多
く
見
ら
れ
、
虚
と
実
が
混

在
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。「
海
東
諸
国
総
図
」
は

浦
所
図
を
の
ぞ
く
五
種
の
地
図
を
合
成
し
た
も
の
と
さ
れ
、
合

成
に
際
し
、
海
路
の
線
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
『
海
東
諸
国
紀
』
の
印
刷
は
何
度
か
行
わ
れ
た
が
、
史

料
編
纂
所
本
に
は
正
徳
七
年（
一
五
一
二
）の
内
賜
記
が
付
さ
れ

て
い
る
。	

（
須
田
）

	

〔
参
考
〕	田
中
健
夫
「『
海
東
諸
国
紀
』
の
日
本
・
琉
球
図
」（『
東
ア
ジ

ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）、
高

橋
公
明
「「
混
一
疆
理
歴
代
国
都
之
図
」
と
「
海
東
諸
国
総

図
」」（
村
井
章
介
他
編
『
倭
寇
と
「
日
本
国
王
」』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
〇
）
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咨
文
の
到
来
に
対
し
て
取
っ
た
対
応
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の

は
、
こ
の
朝
鮮
王
朝
へ
の
報
告
の
み
で
、
同
じ
く
倭
寇
禁
圧
を

求
め
ら
れ
た
周
防
大
内
氏
が
、
書
状
と
被ひ

虜り
ょ

人に
ん

を
大
友
氏
に
託

し
て
明
に
送
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。	

（
須
田
）

	

〔
参
考
〕	田
中
健
夫
「
明
人
蒋
洲
の
日
本
宣
諭
」（『
中
世
対
外
関
係
史

の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
）、
須
田
牧
子

「『
蒋
洲
咨
文
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究

紀
要
』
二
三
、
二
〇
一
三
）

【
釈
文
】

　
大
明
副
使
蒋
　
承
奉

欽
差	

督
察
総
制
提
督
浙
江
等
処
軍
務
各
衙
門
、
為
因
近
年
以

来
、
日
本
各
島
小
民
、
仮
以
買
売
為
名
、
屡
犯

　
中
国
辺
境
、

掠
居
民
、
奉

旨
議
行
浙
江
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
転
行
本
職
、
親
詣

　
　	

貴
国
面
議
等
因
、
奉
此
帯
同
義
士
蒋
海
・
胡
節
忠
・
李
御
・

陳
桂
、
自
旧
年
十
一
月
十
一
日
、
来
至
五
島
、
由
松
浦
・

博
多
、
已
往
豊
後

　
　	

大
友
氏
会
議
、
即
蒙
遍
行
禁
制
各
島
賊
徒
、
備
有
回
文
、

撥
船
遣
僧
徳
陽
首
座
等
、
進

　
表	

・
貢
物
、
所
有
発
行
爾
島
禁
賊
御
書
、
見
在
特
行
備
礼
、

就
差
通
事
呉
四
郎
、
前
詣
投
逓
、
爾
即
当
躰

　
　	

貴
国
之
政
条
、
憤
部
民
之
横
行
、
分
投
遣
□

〔
人
〕
、
厳
加
禁

制
、
不
許
小
民
私
出
海
洋
、
侵
擾

　
中	

国
、
俾
□

〔
辺
〕
境
寧
静
、
釁
隙
不
生
、
共
享
和
平
之
福
、
史
冊

書
美
、
光
伝
百
世
、
豈
不
快
哉
、
否
則
奸
商
島
□

〔
民
〕
、
扇
□

〔
構
〕

不
已
、
党
類
益
繁
、
盤
□

〔
拠
〕
海
島
、
窺
隙
竊
発
、
恐
非

　
　	

貴
〔

国

之

利
、

如

昔

〕

年
安
南
国
陳
氏
之
□

〔
俗
〕
、
可
鑑
矣
、
今
特

移
文
併
知
、
非
特
為

　
中
国
也
、〔

惟

深

体

〕
而
速
行
之
、
希
即
回
文
、
須
至
咨
者
、

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咨

　
　
日
　
本
　
国
　
対
　
馬
　
島

８
　
蒋し

ょ
う

洲し
ゅ
う

咨し

文ぶ
ん

　
　
一
幅

紙
本
墨
書
　
五
七
・
一
×
五
一
・
七

室
町
時
代
　
嘉
靖
三
五
年（
弘
治
二
、
一
五
五
六
）

〇
八
三
五
―
一
〇

　
嘉
靖
三
五
年（
弘
治
二
、
一
五
五
六
）一
一
月
、
蒋
洲
な
る
人

物
が
「
対
馬
島
」
に
宛
て
て
、
倭
寇
禁
圧
を
求
め
た
文
書
。
咨

文
は
対
等
の
役
所
間
で
用
い
ら
れ
た
公
文
書
。

　
嘉
靖
三
〇
年
代
、
中
国
沿
海
部
、
と
く
に
江
南
地
域
に
お
い

て
倭
寇
の
活
動
は
苛
烈
さ
を
増
し（
嘉
靖
の
大
倭
寇
）、
対
応
に

苦
慮
し
た
明
は
、
陳ち

ん

可か

願が
ん
・
蒋
洲
の
二
人
を
日
本
に
遣
わ
し
た
。

嘉
靖
三
四
年
、
五ご

島と
う

に
到
着
し
た
彼
ら
は
、
当
時
倭
寇
の
首
魁

と
み
な
さ
れ
て
い
た
王お

う

直ち
ょ
く

と
接
触
し
、
海
外
貿
易
を
解
禁
す
る

と
し
て
説
得
、
帰
国
を
承
諾
さ
せ
た
。
陳
可
願
は
、
王
直
の
部

下
と
と
も
に
先
に
中
国
に
帰
国
し
、
蒋
洲
は
王
直
と
と
も
に
豊

後
大
友
氏
を
訪
ね
倭
寇
禁
圧
を
要
請
し
た
。
大お

お

友と
も

義よ
し

鎮し
げ

は
、
徳と

く

陽よ
う

を
使
者
と
し
て
明
に
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
、
嘉
靖
三
六
年

四
月
、
蒋
洲
・
王
直
・
徳
陽
は
、
松
浦
を
発
し
て
中
国
に
向
か

い
、
蒋
洲
・
徳
陽
は
七
月
に
、
嵐
に
あ
っ
て
遅
れ
た
王
直
は
十

月
に
浙せ

っ

江こ
う

舟し
ゅ
う

山ざ
ん

の
港
に
到
着
し
た
。
し
か
し
明
朝
は
、
徳
陽
が

勘か
ん

合ご
う

等
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
正
式
な
使
者
と
し

て
認
め
ず
、
蒋
洲
を
下
獄
し
、
つ
い
で
や
っ
て
き
た
王
直
を
誘

引
捕
縛
し
、
嘉
靖
三
七
年
正
月
、
按あ

ん

察さ
つ

司し

の
獄
に
つ
な
い
だ
。

こ
れ
を
み
た
徳
陽
を
は
じ
め
大
友
使
節
団
は
逃
亡
し
、
王
直
は

嘉
靖
三
八
年
、
斬
首
さ
れ
た
。

　
本
状
は
、
蒋
洲
が
ま
だ
豊
後
大
友
氏
の
も
と
に
滞
在
中
の
嘉

靖
三
五
年
一
一
月
三
日
付
で
、
対つ

し

馬ま

宗そ
う

氏し

に
向
け
て
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
は
明
宗
一
二
年（
嘉
靖
三

六
、
一
五
五
七
）三
月
、
対
馬
宗
氏
の
使
者
が
や
っ
て
き
て
、

大
明
副
使
蒋
な
る
人
物
か
ら
書
状
が
来
た
と
報
告
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
、
続
け
て
本
状
の
概
略
が
引
用
さ
れ
、「
漢か

ん

吏り

学が
く

官か
ん

」

に
こ
れ
を
解
読
さ
せ
た
上
で
、
わ
が
国
に
は
無
関
係
で
あ
る
と

し
て
返
却
し
た
旨
が
見
え
て
い
る
。
な
お
、
対
馬
宗
氏
が
こ
の

う
け
て
集
証
は
堀ほ

り

河か
わ

殿ど
の（
足
利
義
政
侍
女
）に
、
そ
う
い
う
こ
と

な
の
で（
細
川
か
ら
の
要
求
で
は
な
く
）上
意
と
し
て
仰
せ
つ
け

ら
れ
た
ら
ど
う
か
と
伝
え
て
い
る（
同
二
日
条
）。
当
該
遣
明
船

の
経
営
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
細
川
氏
が
、
堀
河
殿
を
通
じ
幹

部
に
息
の
か
か
っ
た
人
物
を
送
り
込
も
う
と
は
か
っ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
、
後
の
展
開
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。
本
状
は

こ
の
延
長
と
し
て
土
官
の
選
定
に
つ
き
推
挙
を
受
け
入
れ
な
い

旨
、
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
官
は
居
座
の
下
で
万
事
を

差
配
す
る
の
だ
か
ら
、
殊
に
昵
懇
の
者
を
連
れ
て
行
く
べ
き
な

の
だ
と
い
う
周
鷹
の
主
張
は
、
土
官
の
役
割
と
求
め
ら
れ
る
資

質
を
簡
潔
に
表
現
し
、
遣
明
船
経
営
の
実
務
面
の
実
態
を
検
討

す
る
上
で
の
好
素
材
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
大
内
氏
色
の
強
い
遣
明
船
団
で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
遣

明
船
が
、
細
川
氏
色
の
強
い
遣
明
船
団
に
切
り
替
わ
る
の
は
こ

の
一
年
後
の
延
徳
二
年
九
月
の
こ
と
だ
が
、
周
鷹
は
同
月
二
九

日
に
没
し
て
い
る
。	

（
須
田
）

	

〔
参
考
〕		勝
野
隆
信
「
蔭
凉
軒
日
録
残
簡
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
九

―
三
、
一
九
五
一
）、
須
田
牧
子
「『
蔭
凉
軒
日
録
』（
蔭
凉
軒

歴
代
）
―
室
町
殿
外
交
の
舞
台
裏
」（『
日
記
で
読
む
日
本
中

世
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
一
一
）

【
釈
文
】

と
（

土

官

）

く
わ
ん
の
事
ニ

つ
き
、
ほ
り
川
殿
よ
り
お
ほ
せ
ら
れ
候
と

お
り
、
や

（

役

者

）

く
し
や
中
へ
ひ
ろ
う
仕
候
と
こ
ろ
に
、
が

（

噭

挙

）

う
け
よ

ち
（

停

止

）

や
う
し
の
御
ほ

（

奉

書

）

う
し
よ
な
さ
れ
候
、
せ
ん
き
も
か
く
の
こ
と

く
に
候
う
ゑ
ハ
、
此
ふ
ん
よ
く

く
申
わ
け
候
へ
き
由
候
、
こ

と
に
と
く
わ
ん
の
事
ハ
、
こ

（
居
座
）さ
の
し
た
に
て
、
よ
ろ
つ
御
く
し

を
申
つ
く
る
事
に
て
候
間
、
へ
つ
し
て
す

（

随

心

）

い
し
ん
の
物
を
め
し

く
し
候
事
に
候
、
こ
の
む
ね
し
か
る
へ
き
や
う
に
御
申
候
て
く

た
さ
れ
候
ハ
ヽ
、
し

（

祝

着

）

う
ち
や
く
た
る
へ
く
候
、
恐
惶
敬
白
、

　
　
十
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
鷹（
花
押
）

　
蔭
凉
軒

　
　
　
　
侍
衣
禅
師
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箚
付
に
は
、
中
央
に
割
字
が
み
ら
れ
、
宛
所
の
官
職
名
の
上
に

は
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
偽
造
防
止
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
が
、

三
通
と
も
に
こ
れ
ら
は
み
ら
れ
な
い
。	

（
須
田
）

	

〔
参
考
〕	大
庭
脩
「
豊
臣
秀
吉
を
日
本
国
王
に
封
ず
る
誥
命
に
つ
い

て
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
四
、
一
九
七
一
）

【
釈
文
】

　
　
兵
部
為
欽
奉

聖
諭
事
、
照
得
、
傾
因
関
白
具
表
乞
封
、

皇
上
嘉
其
恭
順
、　
特
准
封
為
日
本
国
王
、
已
足
以
遠
慰
内
附

　
　
之
誠
、
永
堅
外
藩
之
願
矣
、
但
関
白
既
受

皇
上
錫
封
、
則
行
長
諸
人
即
為

天
朝
臣
子
、
似
応
酌
議
量
、
授
官
職
、
令
彼
共
戴

天
恩
、
永
為
臣
属
、
恭
候

命
下
、
将
豊
臣
玄
以
、
授
都
督
僉
事
官
職
、
以
示
奨
勧
、
擬
合

　
　	

給
箚
、
為
此
合
箚
、
本
官
遵
照
箚
内
事
理
、
永
堅
恭
順
、

輔
導
国
王
、
恪
遵

天
朝
約
束
、
不
得
別
有
他
求
、
不
得
再
犯
朝
鮮
、
不
得
擾
掠
沿

　
　
海
、
各
保
富
貴
、
共
享
太
平
、
一
有
背
違
、

　
王
章
不
宥
、
須
至
箚
付
者
、

　
　
　
　
　
　
　
右
、
箚
付
都
督
僉
事
豊
臣
玄
以
、
准
此
、

　
　
万
暦
弐
拾
参
年

（
朱
　
方
　
印
）

弐
月
　「（

朱
）初
四
」
日
給

　
　「（

刷
字
）箚
付
」　（
押
署
）

11
　
朝ち

ょ
う

鮮せ
ん

国こ
く

松し
ょ
う

雲う
ん

大だ
い

師し

惟い

政せ
い

書し
ょ

状じ
ょ
う

　
　
一
幅
　

紙
本
墨
書（
一
部
朱
書
）　
三
九
・
七
×
一
一
八
・
四

安
土
桃
山
時
代
　
万
暦
二
五
年（
慶
長
二
、
一
五
九
七
）

貴
大
―
一

　
朝
鮮
の
僧
松し

ょ
う

雲う
ん

ソ
ン
グ
ン（
一
五
四
四
～
一
六
一
〇
）が
加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

に

宛
て
た
書
。
三
月
一
八
日
か
ら
の
会
談
で
松
雲
が
回
答
あ
る
い

此
事
候
、
仍
太
刀
一
腰
左
、
馬
一
疋
送
給
候
、
為
悦
之
至
候
、

殊
使
者
在
国
中
、
種
々
御
懇
切
之
由
、
御
入
魂
之
故
候
、
必
期

渡
船
之
刻
候
、
猶
永
興
寺
可
有
御
演
説
候
、
恐
々
謹
言

　
　
七
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
左（

朝

倉

）

衛
門
督
義
景（
花
押
）

謹
上
　
島
津
修

（

義

久

）

理
大
夫
殿

10
　
明み

ん

国こ
く

箚さ
っ

付ぷ

　
　
一
幅

紙
本
墨
書
　
一
一
一
・
一
×
八
五
・
三

安
土
桃
山
時
代
　
万
暦
二
三
年（
文
禄
四
、
一
五
九
五
）

貴
大
―
三

　
前ま

え

田だ

玄げ
ん

以い

を
都と

督と
く

僉せ
ん

事じ

に
任
じ
た
明
の
公
文
書
。
箚
付
は
上

級
官
か
ら
下
級
官
に
出
す
下
達
文
書
で
、
こ
こ
で
は
、
兵
部
か

ら
前
田
玄
以
に
宛
て
て
い
る
。
飾
り
罫
線
と
「
箚
付
」
の
文
字

を
一
枚
板
に
陽
刻
し
、
約
一
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き
な
竹
紙

に
刷
り
出
し
た
用
紙
の
上
に
墨
書
す
る
。
日
付
の
「
初
四
」
朱

字
と
、「
箚
付
」
の
下
の
押
署
は
、
明
会
典
の
規
定
に
従
え
ば
、

兵へ
い

部ぶ

尚し
ょ
う

書し
ょ

の
手
に
な
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
万
暦
二
三
年
当

時
の
兵
部
尚
書
は
石せ

き

星せ
い

。
年
記
の
上
に
捺
さ
れ
る
正
方
形
の
朱

印
は
、
兵
部
の
官
印
と
思
わ
れ
る
が
、
印
字
は
読
み
取
れ
な

い
。

　
文
禄
・
慶
長
の
役
の
は
ざ
ま
の
第
一
次
和
平
交
渉
に
お
い
て
、

明
朝
は
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

を
日
本
国
王
に
任
じ
た
が
、
こ
の
と
き
秀
吉

旗
下
の
武
将
た
ち
に
も
併
せ
て
官
職
を
授
け
た
。
こ
の
う
ち
、

前
田
玄
以
に
宛
て
た
本
文
書
の
ほ
か
、
毛も

う

利り

輝て
る

元も
と

を
都と

督と
く

同ど
う

知ち

に
任
じ
る
箚
付
が
毛
利
博
物
館
に
、
上う

え

杉す
ぎ

景か
げ

勝か
つ

を
同
じ
く
都
督

同
知
に
任
じ
る
箚
付
が
上
杉
神
社
に
現
存
す
る
。
明
会
典
に
よ

れ
ば
、
同
知
は
従じ

ゅ

一い
っ

品ぴ
ん

、
僉
事
は
正し

ょ
う

二に

品ひ
ん

相
当
で
、
前
田
玄
以

は
毛
利
・
上
杉
よ
り
一
段
低
い
格
付
け
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
三
通
は
左
下
部
の
彫
残
し
の
跡
が
共
通
し
て
お
り
、
同

じ
板
で
刷
っ
た
用
紙
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
な
お
、
明
国
内
で
発
給
さ
れ
た
、
兵
部
の
補
任
に
か
か
る

　
　
嘉
□

〔
靖
〕
参
拾
伍
年
□

〔
拾
〕
壱

（

朱

長

方

印

）

月
　
初
三
　
日

　
　
□

〔
咨
〕

　
　
　
　
　（
押
署
）

９
◎
朝あ

さ

倉く
ら

義よ
し

景か
げ

書し
ょ

状じ
ょ
う

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
二
一
・
一
×
四
三
・
二

室
町
時
代
　
永
禄
一
〇
年（
一
五
六
七
）

Ｓ
島
津
家
文
書
二
―
二
五
―
四

　
永
禄
一
〇
年（
一
五
六
七
）、
越
前
の
戦
国
大
名
朝
倉
義
景
か

ら
、
薩
摩
の
戦
国
大
名
島し

ま

津づ

義よ
し

久ひ
さ

に
宛
て
た
、「
琉り

ゅ
う

球き
ゅ
う

渡と

海か
い

勘か
ん

合ご
う

」
賛
同
に
対
す
る
返
礼
の
文
書
。「
琉
球
渡
海
勘
合
」
の
詳
細

は
不
明
だ
が
、
北
陸
の
朝
倉
氏
が
、
東
シ
ナ
海
の
中
継
拠
点
で

あ
る
琉
球
と
の
交
易
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
日
本
海
地
域
と
琉
球
と
を
結
ぶ
海
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
琉
球
の
那な

覇は

に

あ
る
、
日
本
人
が
多
く
居
住
す
る
エ
リ
ア
が
「
若わ

か

狭さ

」
と
呼
ば

れ
た
事
例
や
、
朝
倉
氏
の
本
拠
で
あ
る
一
乗
谷
か
ら
東
南
ア
ジ

ア
産
の
貿ぼ

う

易え
き

陶と
う

磁じ

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
両
者

の
活
発
な
交
流
が
う
か
が
え
る
。

　
本
文
書
は
朝
倉
義
景
の
花
押
の
形
や
関
連
史
料
か
ら
、
永
禄

一
〇
年（
一
五
六
七
）の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
、

越
前
に
は
後
の
将
軍
と
な
る
足あ

し

利か
が

義よ
し

昭あ
き

が
滞
在
し
て
い
た
。
本

文
書
と
の
具
体
的
な
関
係
ま
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
将
軍
候

補
者
を
迎
え
、
朝
倉
義
景
の
権
勢
が
ピ
ー
ク
と
な
る
時
期
に
発

給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
興
味
深
い
論
点
を
含
ん
で
い
る

史
料
で
あ
る
。	

（
黒
嶋
）

	

〔
参
考
〕	福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
『
戦
国
時
代
　
内
と

外
』（
二
〇
〇
三
）、
黒
嶋
敏
『
中
世
の
権
力
と
列
島
』（
高
志

書
院
、
二
〇
一
二
）

【
釈
文
】

今
度
琉
球
渡
海
勘
合
之
儀
、
令
申
候
処
、
御
同
心
之
旨
、
本
望
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皇
明
万
暦
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日
朝
鮮
北
海
松
雲（
花
押
）

	

　
此
十
一
件
、
清
正
可
告
諸
日
本
、

12
◎
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

書し
ょ

状じ
ょ
う

写う
つ
し

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
二
五
・
五
×
四
二
・
三

安
土
桃
山
時
代
　
一
六
世
紀

Ｓ
島
津
家
文
書
一
七
―
七
―
六

　
豊
臣
秀
吉
か
ら
琉
球
国
王
の
尚し

ょ
う

寧ね
い

に
宛
て
た
返
書
の
写
。
天

正
一
七
年（
一
五
八
九
）、
秀
吉
の
九
州
平
定
を
祝
う
使
者
と
し

て
、
琉
球
か
ら
天て

ん

龍り
ゅ
う

寺じ

桃と
う

庵あ
ん

ら
が
派
遣
さ
れ
、
翌
年
二
月
二
八

日
、
使
節
帰
国
に
合
わ
せ
秀
吉
か
ら
初
め
て
、
琉
球
国
王
宛
の

返
書
が
出
さ
れ
た（『
続
善
隣
国
宝
記
』
パ
ネ
ル
展
示
）。
と
こ

ろ
が
そ
の
後
、
秀
吉
の
関
東
平
定
を
祝
う
使
節
派
遣
、
唐か

ら

入い

り

へ
の
軍
役
負
担
な
ど
、
豊
臣
政
権
か
ら
の
相
次
ぐ
要
求
に
琉
球

は
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
立
腹
し
た
秀
吉
は
、
朝
鮮

出
兵
の
直
前
、
さ
き
の
琉
球
へ
の
返
書
が
気
に
入
ら
な
い
の

で
、
書
き
改
め
、
再
発
給
す
る
旨
を
島
津
義
久
に
伝
え
て
い
る

（（
天
正
二
〇
年
、
一
五
九
二
）三
月
一
四
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

『
大
日
本
古
文
書
島
津
家
文
書
』
三
六
一
号
）。
こ
の
、
書
き
直

さ
れ
た
返
書
の
写
が
、
本
文
書
で
あ
る
。

　
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
文
体
や
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
分

か
る
が
、
と
く
に
宛
所
を
「
琉
球
国
王
」
か
ら
「
琉
球
王
」
へ
と

変
え
て
書し

ょ

札さ
つ

礼れ
い

を
薄は

く

礼れ
い

に
し
つ
つ
、
秀
吉
の
「
威い

風ふ
う

」
を
「
大だ

い

明み
ん

」
に
も
振
る
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
日
付

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
文
書
を
作
り
直
し
、
初
め
か
ら
琉
球
を
格
下

に
位
置
づ
け
て
い
た
と
強
弁
す
る
あ
た
り
に
、
豊
臣
政
権
内
部

に
お
け
る
、
唐
入
り
実
施
直
前
の
独
特
な
雰
囲
気
が
表
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。	

（
黒
嶋
）

	

〔
参
考
〕	上
原
兼
善
『
幕
藩
制
形
成
期
の
琉
球
支
配
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
）

海
致
謝
之
説
、
実
出
於
何
人
之
口
也
、
割
朝
鮮
地
属
日
本

之
説
、
又
出
於
何
人
之
口
也
、
出
於
沈
爺
耶
、
起
於
行
長

耶
、
日
本
雖
擒
百
王
子
而
不
還
、
豈
国
王
渡
海
致
謝
之
理

也
、
大
上
官
才
智
出
人
、
豈
不
知
可
不
可
・
義
不
義
・
成

不
成
也
、
而
妄
為
之
哉
、
知
不
可
成
而
強
為
之
、
則
架
竹

而
打
天
、
敲
空
而
覓
響
、
其
可
得
乎
、
作
此
説
而
報
太

閤
者
、
欺
罔
日
本
、
欺
罔
大
明
、
欺
罔
朝
鮮
、
欺
罔
三
国

而
其
庸
詎
容
身
於
天
地
之
間
耶
、
是
人
則
欺
罔
天
地
鬼
神

矣
、
欺
人
猶
且
不
堪
、
況
欺
天
・
欺
神
乎
、
此
必
誤
国
之

臣
也
、
不
可
説
不
可
説
、
我
国
則
曾
未
聞
此
等
語
也
、
又

不
見
此
等
人
也
、
大
抵
做
事
之
人
、
則
相
與
論
議
、
義
合

則
成
、
不
合
則
不
成
、
豈
有
此
等
難
做
底
無
義
事
也
、
吾

将
此
意
皈
告
朝
廷
、
則
必
付
掌
也
耳
、
又
何
言
哉
、

一
、	

王
子
渡
海
事
、
勢
似
不
難
、
而
義
則
不
可
也
、
何
也
、
以

王
子
一
身
論
之
、
則
冝
渡
海
而
伸
礼
於
太
閤
之
前
、
以
宗

社
論
之
、
則
不
可
以
王
子
送
礼
於
君
父
讐
之
家
、
明
知
決

不
可
送
也
、
況
我
国
王
子
、
非
天
子
之
命
、
則
入
覲
　
天

朝
、
猶
且
不
為
、
其
能
渡
海
而
見
讐
家
之
面
目
耶
、
然
謀

在
於
人
、
而
成
在
於
天
也
、
不
可
言
天
而
不
謀
也
、
大
上

官
則
冝
謀
之
、
而
我
国
則
断
之
以
義
也
、
余
皈
而
先
与
沈

老
喩
入
慶
州
之
意
、
又
告
朝
廷
而
取
禀
听
命
令
之
如
何
而

還
報
、
是
料
、
但
此
意
不
使
外
人
知
之
、
行
長
之
徒
、
欲

聞
上
官
與
我
等
論
議
之
事
、
窺
听
者
紛
紜
、
更
須
慎
之
、

我
亦
勉
力
図
之
大
計
、

一
、	

我
與
上
官
所
論
事
成
之
、
則
渡
海
何
難
也
、

一
、	

上
京
而
事
之
成
不
成
消
息
、
則
先
下
送
于
蒋
啓
仁
、
使
之

伝
通
我
、
則
待
事
勢
有
光
、
然
後
下
来
矣
、

一
、	

亦
未
可
期
也
、
随
時
善
処
為
料
、

一
、	

答
応
問
書
二
件
一
様
、

	

義
不
義
・
可
不
可
已
陳
前
書
、
吾
何
與

的
強
分
指
馬
也
、

只
待
天
下
之
公
論
耳
、
復
何
言
哉
、
雖
然
我
當
勉
力
謀

之
、

は
主
張
し
た
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
。
清
正
を
「
大
上
官
」
と

呼
び
、
小こ

西に
し

行ゆ
き

長な
が

を
再
三
非
難
す
る
な
ど
清
正
の
顔
を
一
応
立

て
つ
つ
、
朝
鮮
は
あ
く
ま
で
義
を
以
て
行
動
す
る
と
述
べ
、
清

正
が
求
め
る
朝
鮮
王
子
の
日
本
渡
海
を
不
可
と
す
る
。
な
お
四

月
一
三
日
に
松
雲
は
、
倭わ

の
兵
力
は
今
手
薄
で
あ
り
速
や
か
に

総
攻
撃
を
行
う
べ
き
だ
と
す
る
意
見
書
を
朝
廷
に
提
出
し
て

い
る
。
松
雲
、
名
は
惟い

政せ
い

			

ユ		

ジ
ュ
ン

、
四し

溟め
い

		

サ		
ミ
ョ
ン

と
も
い
う
。
一
五
九
二
年

壬じ
ん

辰し
ん

倭わ

乱ら
ん

イ
ム	

ジ
ン	

ウ
ェ	

ラ
ン（
文ぶ

ん

禄ろ
く

の
役え

き

）が
起
こ
る
と
義ぎ

僧そ
う

兵へ
い

将し
ょ
う

と
な
り
各
地

を
転
戦
し
、
一
五
九
四
年
に
は
三
次
に
わ
た
り
清
正
と
接
触
し

て
日
本
の
内
情
を
探
っ
た
。
乱
後
も
一
六
〇
四
年
、
日
本
情
勢

探
索
の
た
め
対
馬
へ
派
遣
さ
れ
、
対
馬
藩
主
の
仲
介
に
よ
り
翌

年
伏ふ

し

見み

で
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

に
面
謁
す
る
な
ど
、
両
国
関
係
の
回
復
に

功
績
が
あ
っ
た
。	
（
鶴
田
）

	

〔
参
考
〕	仲
尾
宏
・
曺
永
禄
編
『
朝
鮮
義
僧
将
・
松
雲
大
師
と
徳
川
家

康
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
）

【
釈
文
】（
朱
印
略
）

一
、	

庚
寅
歳
送
使
於
日
本
者
、
只
是
交
隣
通
信
相
好
而
已
矣
、

非
皈
服
也
、

一
、	

此
時
対
馬
島
守
與
行
長
所
奏
偽
也
、
欺
罔
日
本
及
我
朝

鮮
、
非
実
語
也
、

一
、	

我
国
有
君
臣
父
子
、
而
後
為
属
大
明
之
国
、
君
臣
義
定
、

誠
心
事
大
、
雖
天
地
覆
墜
而
不
易
也
、
何
可
與
日
本
借
道

而
同
伐
大
明
也
、
是
臣
叛
君
、
子
叛
父
、
天
地
之
間
寧
有

是
理
乎
、
寧
可
百
死
也
、
不
願
聞
此
等
語
也
、

一
、	

対
馬
守
與
行
長
、
何
得
以
借
道
事
進
告
于
我
国
也
、
雖
有

此
等
伝
語
、
我
国
只
可
伏
死
而
已
矣
、
豈
可
得
听
従
也
、

是
以
萬
不
聞
此
等
語
也
、

一
、	

六
年
前
日
本
軍
兵
渡
海
之
初
、
逢
城
即
毀
、
見
人
即
殺
、

何
暇
通
借
路
之
説
、
何
暇
論
従
不
従
殺
不
殺
也
、
行
長
等

報
太
閤
之
説
、
是
亦
大
欺
罔
日
本
也
、

一
、	

五
年
前
日
本
軍
兵
出
京
城
之
時
、
王
子
放
還
則
国
王
親
渡
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之
御
法
度
多
罪
々
々
、
因
茲
、
球
国
被
破
却
、
且
復
、
寄

身
於
貴
国
上
者
、
永
止
帰
郷
之
思
、
宛
如
鳥
之
在
籠
中
、

然
処
、
家
久
公
有
御
哀
憐
、
匪
啻
遂
帰
郷
之
志
、
割
諸

島
、
以
錫
我
、
其
履
、
如
此
之
御
厚
恩
、
何
以
可
奉
謝
之

哉
、
永
々
代
々
対
薩
州
々
君
、
毛
頭
不
可
存
疎
意
事
、

一
、
到
子
々
孫
々
、
譲
与
此
霊
社
起
請
文
之
草
案
、
不
可
忘
御

厚
恩
之
旨
、
可
令
相
伝
事
、

一
、
所
被
相
定
之
御
法
度
、
曽
以
不
可
致
違
乱
事
、

　
　
右
條
々
偽
於
有
之
者
、

　
　
　
　
敬
白
　
天
罰
霊
社
上
巻
起
請
文
事

　
　
　
　（
神
文
略
）

　
　
　
仍
霊
社
上
巻
起
請
文
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
王

　
　
慶
長
十
六
年
亥辛

菊
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尚
寧（
花
押
）

進
上
　
羽
林
家
久
公

14
◎
暹シ

ャ
ム

邏ロ

国こ
く

握オ
ー
ク
プ
ラ
浮

丕ピ
チ
ャ
イ

鈞
禄
高
望モ

ン
コ
ン君
藍ラ

ン
シ
ー字
書し

ょ

状じ
ょ
う

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
二
六
・
七
×
四
一
・
四

江
戸
時
代

万
暦
丙
午
年（
万
暦
三
四
、
慶
長
一
一
、
一
六
〇
六
）

Ｓ
島
津
家
文
書
四
―
一
三
―
八

　
暹
邏
国（
ア
ユ
タ
ヤ
王
国
、
現
在
の
タ
イ
）の
「
握
浮

丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
」
か
ら
日
本
の
「
摂
子
馬
国
王
」
に
宛
て
た

文
書
。「
摂
子
馬
」
は
薩
摩
の
音
を
表
記
し
た
も
の
で
、「
摂
子

馬
国
王
」
は
薩
摩
藩
主
島
津
氏
を
指
す
。

　「
握
浮

」
は
、
位
階
を
表
わ
す
名
称
で
第
二
等
を
指
す
。

「
丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
」
は
欽
賜
名
。
ア
ユ
タ
ヤ
王
国
で
は
、

役
職
ご
と
に
位
と
欽
賜
名
が
用
意
さ
れ
、
あ
る
官
吏
が
何
ら

か
の
役
職
に
つ
け
ば
、
王
か
ら
そ
れ
に
対
応
し
た
位
・
欽
賜
名

が
与
え
ら
れ
、
そ
の
役
職
に
い
る
あ
い
だ
は
こ
れ
を
名
乗
っ

た
。
そ
の
た
め
、
官
吏
の
本
名
は
不
明
な
こ
と
が
多
く
、
こ
の

13
◎
琉り

ゅ
う

球き
ゅ
う

国こ
く

中ち
ゅ
う

山ざ
ん

王お
う

尚し
ょ
う

寧ね
い

起き

請し
ょ
う

文も
ん

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
前
書
部
分
三
五
・
九
×
六
二
・
一

	
	

神
文
部
分
二
二
・
〇
×
一
五
一
・
四

江
戸
時
代
　
慶
長
一
六
年（
一
六
一
一
）

Ｓ
島
津
家
文
書
五
―
七
―
一
七

　
鹿
児
島
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
尚
寧（
一
五
六
四
～
一
六
二
〇
）

が
薩
摩
藩
主
島し

ま

津づ

家い
え

久ひ
さ

に
宛
て
て
出
し
た
起
請
文
。
起
請
文

は
、
あ
る
事
柄
を
宣
誓
し
、
万
一
偽
り
が
あ
れ
ば
神
仏
の
罰
を

蒙
る
と
述
べ
た
文
書
で
あ
る
。
宣
誓
の
部
分
を
前ま

え

書が
き

、
神
仏
の

名
を
あ
げ
て
呪じ

ゅ

詛そ

を
か
け
た
部
分
を
神し

ん

文も
ん

と
呼
び
、
本
文
書
で

は
熊
野
那
智
神
社
の
那な

智ち

瀧だ
き

宝ほ
う

印い
ん

を
使
用
し
て
い
る
。
前
書
部

分
は
全
く
薩
摩
側
の
論
理
で
書
か
れ
て
お
り
、
第
一
条
で
は
琉

球
が
滅
ぼ
さ
れ
た
責
任
は
琉
球
側
に
あ
り
、
帰
島
と
諸
島
還
付

を
認
め
た
家
久
の
御
厚
恩
に
感
謝
し
、
今
後
代
々
の
藩
主
に
対

し
て
疎
略
に
思
わ
な
い
と
述
べ
る
。
第
二
条
で
は
子
々
孫
々
ま

で
こ
の
起
請
文
の
文
章
を
伝
え
御
厚
恩
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
、
第
三
条
で
は
薩
摩
で
定
め
る
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と

を
述
べ
る
。
島
津
家
文
書
中
に
は
歴
代
王
の
起
請
文
が
あ
り
、

国
王
や
藩
主
の
代
替
わ
り
が
あ
っ
た
時
に
起
請
文
を
提
出
す
る

例
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。	

（
鶴
田
）

	

〔
参
考
〕	梅
木
哲
人
「
琉
球
国
の
起
請
文
に
つ
い
て
」（『
山
本
弘
文
博

士
還
暦
記
念
論
集
　
琉
球
の
歴
史
と
文
化
』
本
邦
書
籍
、
一

九
八
五
）

【
釈
文
】

　
敬
白
　
天
罰
霊
社
起
請
文
之
事

一
、	

琉
球
之
儀
、
自
往
古
、
為

	

薩
州
島
津
氏
之
附
庸
、
依
之
　
太
守
被
譲
其
位
之
時
者
、

厳
艤
船
、
以
奉
祝
焉
、
或
時
々
以
使
者
・
使
僧
、
献
陋
邦

之
方
物
、
其
礼
義
終
無
怠
矣
、
就
中
、

	

大
閤
秀
吉
公
之
御
時
所
被
定
置
者
、
相
附
　
薩
州
、
徭
役

諸
式
可
相
勤
旨
、
雖
無
其
疑
、
遠
国
之
故
不
能
相
達
、
右

【
釈
文
】（『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
二
』
六
四
三
号
）

来
緘
披
閲
、
殊
其
地
土
産
種
々
畢
、
所

見
珎
重
、
誠
凌
遼
遠

之
波
嶹
、
懇
志
之
段
、
欣
悦
不
斜
、
抑
日
域
事
、
至
八
荒
之
諸

嶋
無
不
属
本
意
者
、
三
韓
頃
納
愁
款
之
条
、
許
容
之
儀
渉
思
准

候
、
所
詮
不
経
歳
月
而
令
渡
海
、
可
振
威
風
於
大
明
之
念
望
、

豈
空
乎
、
厥
時
続
船
尾
被
添
于
伐
者
、
自
他
之
覚
最
也
、
尚
具

天
龍
桃
庵
東
堂
・
嶋
津
義
久
可
演
説
、
仍
恐
々
不
宣
、

　
　
天
正
十
八
年
仲
春
廿
八
日	

関
（
豊
臣
秀
吉
）
白

　
　
　
琉
球
王

12	

パ
ネ
ル
展
示
　
豊
臣
秀
吉
書
状
写（『
続
善
隣
国
宝
記
』
の
う
ち
）

紙
本
墨
書
　
謄
写
本

明
治
時
代
　
一
八
八
二

二
〇
五
一
・
九
―
一
〇
七
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方
ヨ
リ
以
壱
人
御
礼
可
申
上
候
　
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら
ん
た
か
ひ
た
ん

　
　
三
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
か
う
へ
　（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Jacques	Specx

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	1620

三
原
諸

（

重

種

）

右
衛
門
様

伊
勢
兵

（

貞

昌

）

部
少
輔
様

喜
入
摂
津
進

〔
守
〕

（

忠

続

）
様
　
　
尊
答

「（
封
紙
上
書
）

進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら
ん
た
か
ひ
た
ん

御
奉
行
中
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　			

　
し
や
か
う
へ
」

16
◎�

イ
ス
パ
ニ
ヤ
国こ

く

使し

節せ
つ

ド
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
・

ア
ヤ
ラ
、
ド
ン
・
ア
ン
ト
ニ
オ
連れ

ん

署し
ょ

書し
ょ

状じ
ょ
う

　
　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
七
・
〇
×
四
九
・
七

江
戸
時
代
　
元
和
九
年（
一
六
二
三
）　

Ｓ
島
津
家
文
書
四
―
一
三
―
九

　
イ
ス
パ
ニ
ア
の
「
て
い
王
」
か
ら
「
日
本
将
軍
様
」
へ
遣
わ
さ

れ
た
使
節
ド
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
・
ア
ヤ
ラ
と
ド
ン
・
ア

ン
ト
ニ
オ
の
両
名
に
よ
る
書
状
。
内
容
は
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

の
頃
行

わ
れ
て
い
た
、
日
本
と
イ
ス
パ
ニ
ア
の
国
交
再
開
の
交
渉
の
た

め
、
元
和
九
年（
一
六
二
三
）閏
八
月
八
日
に
薩
摩
の
山や

ま

川が
わ

港
に

着
い
た
が
、
今
日
ま
で
幕
府
か
ら
の
知
ら
せ
が
な
い
た
め
、
な

ん
と
か
江
戸
に
行
き
交
渉
し
た
い
と
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

宛
名
の
「
御ご

老ろ
う

中じ
ゅ
う

様さ
ま

」
は
、
従
来
、
幕
府
老
中
だ
と
解
さ
れ
て

い
た
が
、
当
時
の
幕
府
に
「
老
中
」
の
職
名
は
な
く
、
内
容
か

ら
言
っ
て
も
薩
摩
藩
の
「
御
老
中
」
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

ア
ヤ
ラ
ら
は
、
薩
摩
藩
を
頼
り
に
し
て
来
日
し
た
の
だ
か
ら
、

案
内
者
を
付
け
、「
江
戸
御
奉
行
」
に
書
状
を
遣
わ
す
な
ど
心

を
添
え
て
ほ
し
い
、
と
依
頼
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
ア
ヤ
ラ
ら

は
長な

が

崎さ
き

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

の
指
示
に
よ
り
京
都
ま
で
行
く
が
、
翌
年
、
幕
府

は
、
年
寄
土ど

井い

利と
し

勝か
つ

を
中
心
と
し
た
幕
閣
の
協
議
に
よ
っ
て
、

即
備
船
送
五
官
回
、
今
冬
幸
念
王
徳
意
、
着
船
復
来
連
繹
不

断
、
永
通
和
好
、
一
時
無
可
為
貢
、
聊
具
黄
檀
香
、
観
音
仏
一

身
、
活
麝
一
隻
、
少
伸

贄
敬
、
笑
納
、
不
勝
感
激
瞻
仰
之
至
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
朱
円
印
、
龍
）

万
暦
丙
午
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
書

　
　
　
　
　
　
　（
朱
方
印
、
印
文
「
鄭
鎮
山
関
防
印
」）

15
◎
オ
ラ
ン
ダ
東ひ

が
し

イ
ン
ド
会が

い

社し
ゃ

平ひ
ら

戸ど

商し
ょ
う

館か
ん

長ち
ょ
う

ジ
ャ
ッ
ク

ス
・
ス
ペ
ッ
ク
ス
書し

ょ

状じ
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
五
・
七
×
五
二
・
二

江
戸
時
代
　
一
六
二
〇
年（
元
和
六
）

Ｓ
島
津
家
文
書
四
―
一
三
―
一
〇

　
島
津
領
内
に
オ
ラ
ン
ダ
船
の
乗
員
が
漂
着
し
、
十
一
人
の

者
が
送
り
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
感
謝
の
書
。
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
一
六
〇
九
年
に
平
戸
に
商
館
を
置
き
、

ジ
ャ
ッ
ク
ス
・
ス
ペ
ッ
ク
ス（Jacques	Specx

）は
そ
の
初
代

商
館
長
で
あ
っ
た
。
末
尾
の
署
名
は
字
形
も
年
号
を
入
れ
る
ス

タ
イ
ル
も
他
の
ス
ペ
ッ
ク
ス
の
署
名
と
共
通
性
が
あ
る
。
遭
難

し
た
の
は
季
節
か
ら
す
れ
ば
日
本
か
ら
出
発
し
た
船
で
あ
ろ
う

が
、
一
六
二
〇
年
は
オ
ラ
ン
ダ
側
の
史
料
が
乏
し
く
、
ど
の
船

が
遭
難
し
た
の
か
な
ど
、
具
体
的
な
事
情
は
未
詳
で
あ
る
。

	

（
松
井
）

	

〔
参
考
〕	『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
　
附
録
２
』
巻
二
五
　
一
一

四
一
号

【
釈
文
】

　
以
上

預
御
使
札
、
忝
拝
見
申
上
候
、
仍
御
領
江

此
方
船
中
之
者
流
着

申
上
候
処
ニ
、
別
而
御
厚
情
、
拾
壱
人
送
り
被
下
候
、
必
々
此

書
状
の
差
出
人
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
な
い
。
欽
賜
名
は
多
く

の
場
合
、
め
で
た
い
単
語
や
役
職
に
関
係
す
る
単
語
の
羅
列
で

構
成
さ
れ
る
。「
丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
」
の
う
ち
、「
丕

」

（phichai

、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
な
い
し
パ
ー
リ
語vijaya

の
タ

イ
語
訛
音
）は
「
勝
利
」
を
、「
望
君
」（m

ongkhon

、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
ま
た
は
パ
ー
リ
語m

a
─

ngala

の
タ
イ
語
訛
音
）は
「
吉
祥

の
」
を
、「
藍
字
」（rangsī

、
パ
ー
リ
語ram

4si

の
タ
イ
語
訛
音
）

は
「
光
芒
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
単
語
と
推
測
さ
れ
る
が
、

「
鈞
禄
高
」
は
不
詳
。
こ
の
欽
賜
名
に
対
応
す
る
役
職
も
不
明

で
あ
る（
以
上
こ
の
段
落
は
、
名
古
屋
大
学
博
士
研
究
員
川
口

洋
史
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

　
内
容
は
、
島
津
氏
の
派
遣
し
た
貿
易
船
の
船
主
と
考
え
ら
れ

る
五
官
が
、
悪
風
の
た
め
大
泥（
パ
タ
ニ
）に
漂
流
し
た
の
ち
暹

邏
港
に
入
り
、
そ
の
同
郷
の
人
を
介
し
て
ア
ユ
タ
ヤ
国
王
に
報

じ
た
の
に
対
し
、
貿
易
を
通
じ
た
友
好
の
形
成
を
望
ん
で
、
五

官
の
送
還
に
あ
わ
せ
て
貿
易
船
の
絶
え
間
な
い
往
来
と
恒
久
的

な
友
好
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
島

津
氏
へ
贈
る
礼
物
の
品
目
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
五
官
は
、
そ
の
呼
称
か
ら
華
人
と
考
え
ら
れ
る
。
暹
邏
入
港

の
際
、
そ
の
同
郷
の
人
物
に
よ
っ
て
同
国
王
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
点
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在

が
う
か
が
え
る
。	

（
岡
本
）

	

〔
参
考
〕	岩
生
成
一
『
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
八
）

【
釈
文
】

暹
邏
国
握
浮

丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
、
奉

日
本
摂
子
馬
国
王
麾
下
、
船
主
五
官
、
遇
風
飄
泊
大
泥
、
被
難

逃
入
暹
邏
港
時
、
以
郷
親
来
托
報
王
、
蒙
王
思
見
、
貴
国
素
存

天
地
之
量
、
常
懐
柔
遠
之
心
、
凡
四
隣
興
販
者
、
咸
優
恤
有

方
、
正
欲
着
人
往
来
貿
易
、
結
為
伯
仲
之
邦
、
茲
逢
有
人
到

此
、
大
称
夙
心
、
且
此
人
忠
厚
、
力
量
能
堪
重
任
、
可
備
船
送

回
、
使
他
得
年
年
来
此
処
、
経
商
永
通
両
国
之
好
、
遵
照
外
、
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18
◎
江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

年と
し

寄よ
り

酒さ
か

井い

忠た
だ

世よ

・
酒さ

か

井い

忠た
だ

勝か
つ

連れ
ん

署し
ょ

奉ほ
う

書し
ょ

案あ
ん

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
九
・
五
×
五
六
・
六

江
戸
時
代
　
寛
永
一
一
年（
一
六
三
四
）

Ｓ
島
津
家
文
書
一
八
―
七
―
一

　
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
徳と

く

川が
わ

家い
え

光み
つ

は
、
寛
永
一
〇
年（
一
六
三

三
）よ
り
、
長
崎
奉
行
が
長
崎
に
赴
任
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日

本
人
の
海
外
渡
航
や
貿
易
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
付
き
、
厳
し

い
規
制
を
申
し
渡
し
た
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
令
」
と

称
さ
れ
る
法
令
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
長
崎
奉
行
か
ら
個
別

に
指
示
が
あ
っ
た
の
み
で
、
す
ぐ
に
は
大
名
に
示
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
翌
一
一
年
に
は
、
長
崎
に
三
箇
条
の

禁
制
が
掲
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
幕
府
年
寄
か
ら
外
国
と
の
関
係
が

深
い
大
名
に
主
な
内
容
が
伝
え
ら
れ
た
。
本
文
書
は
、
そ
の
写

で
あ
り
、
薩
摩
藩
に
対
し
て
、
宣
教
師
来
日
の
禁
止
、
日
本
人

の
出
国
・
帰
国
の
禁
止
、
武
具
輸
出
の
禁
止
、
生
糸
の
値
段
の

規
制
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。	

（
山
本
）

	

〔
参
考
〕	山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
）

【
釈
文
】

　
　
以
上
、

一
筆
致
啓
達
候
、

一
、
従
異
国
伴
天
連
を
の
せ
渡
ま
し
き
事

一
、
日
本
人
異
国
へ
渡
す
間
敷
事

一
、
異
国
ニ
在
之
日
本
人
の
せ
来
間
敷
事

一
、
日
本
之
武
具
、
異
国
へ
渡
す
間
敷
事

一
、	

異
国
船
ニ
積
来
候
糸
之
儀
、
去
年
如
被
仰
出
候
、
長
崎
ニ

而
ね
段
相
究
候
而
之
上
、
御
領
分
入
津
之
船
商
売
之
儀
可

被
申
付
事

右
之
通
、　
御
意
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
委
曲
榊
原
飛

（

職

直

）

驒
守
・

神
尾
内

（
元
勝
）記

可
為
演
説
候
、
恐
々
謹
言
、

嵯
峨
の
商
人
で
朱
印
船
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
た
、
角す

み
の
く
ら倉
氏し

の
一

族
と
考
え
ら
れ
る
。
角
倉
船
に
は
、
し
ば
し
ば
一
族
が
船
長
と

し
て
乗
り
組
み
、
航
海
や
貿
易
を
指
揮
し
て
い
た
。
ま
た
客
商

は
、
船
賃
を
支
払
っ
て
貿
易
船
に
便
乗
し
、
現
地
に
渡
っ
て
直

接
取
引
を
お
こ
な
っ
た
商
人
を
指
す
。

　
本
文
書
で
は
、
商
屋
を
構
え
時
価
に
よ
っ
て
貿
易
を
お
こ
な

う
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
と
と
も
に
、
取
引
を
終
え
た
ら
規
定
の

年
限
で
日
本
に
帰
り
、
安
南
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

や
、
脅
し
買
い
や
盗
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
違
反
者
は
身
柄
を
捕
ら
え
贓
物
を
差

し
押
さ
え
て
、
厳
法
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
。	

（
岡
本
）

	

〔
参
考
〕	岩
生
成
一
『
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
五

八
）

【
釈
文
】

大
元
帥
統
国
政
師
父
清
王
令
旨
、
日
本
艚
義
子
艚
長
啓
明
及
艚

　
長
角
蔵
花
遊
等
艚
并
各
客
商
、
応
開
庸
舎
坐
肆
、
各
行
時
価

　	
買
売
以
通
財
貨
、
事
畢
依
逓
年
期
回
本
国
、
不
得
衆
留
、
係

諸
府
及
営
奇
所
、
差
隊
船
并
等
員
人
、
毋
得
脅
買
潜
行
盗

挟
、
違
者
許
巡
守
官
兵
挨
捉
正
身
并
賍
物
、
引
就
府
門
処

治
、
以
厳
法
禁
、
茲
令
、

　
徳
隆	

四
年	

四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　（
朱
方
印
、
印
文
「
清
王
之
璽
」）

（
黒
印
）

「
令
旨
」

イ
ス
パ
ニ
ア
使
節
に
日
本
退
去
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
日
本
と

イ
ス
パ
ニ
ア
の
国
交
は
、
最
終
的
に
断
絶
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。	

（
山
本
）

	

〔
参
考
〕	山
本
博
文
『
日
本
史
の
一
級
史
料
』（
光
文
社
新
書
、
二
〇
〇

六
）

【
釈
文
】（『
大
日
本
古
文
書
　
島
津
家
文
書
之
三
』
一
二
四
三
号

日
本
将
軍
様
へ
、
え
す
ば
に
や
て
い
王
よ
り
、
為
御
礼
被
指
渡

候
使
者
共
、
乍
恐
申
上
候
、
閏
八
月
八
日
ニ

山（
薩
摩
）河
ヘ
着
津
仕
、

今
日
迄
も

従
上
方
御
左
右
相
待
申
候
へ
共
、
其
儀
無
御
座
候
、

左
様
ニ

御
座
候
へ
は
、
来
年
三
月
中
に
呂
宋
迄
帰
帆
可
申
由
被

申
付
候
間
、
乍
憚
何
と
そ
以
御
分
別
、
江
戸
へ

も
罷
越
候
て
、

仕
廻
申
候
様
ニ

頼
上
申
候
、
莵
角
此
度
者
御
国
を
頼
申
候
而
、

罷
渡
り
申
候
間
、
案
内
者
を
も
被
仰
付
、
江
戸
御
奉
行
へ

御
書

被
遣
候
て
、
可
被
下
候
、
万
事
可
然
様
ニ

被
御
心
添
候
て
被
下

候
ハ
ヽ
可
忝
候
、
以
上
、

　
　
拾
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
ど
ん
へ
る
な
ん
ど（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
あ
ん
た
う
に
よ（
花
押
）

　
御
老
中
様

17
　
安あ

ん

南な
ん

国こ
く

鄭チ
ン
チ
ャ
ン

令り
ょ
う

旨じ

　
　
一
幅

紙
本
墨
書
　
三
六
・
九
×
四
九
・
二

江
戸
時
代
　
徳
隆
四
年（
寛
永
九
、
一
六
三
二
）

貴
〇
二
―
一
一

　
大だ

い

元げ
ん

帥す
い

統と
う

国こ
く

政せ
い

師し

父ふ

清せ
い

王お
う

の
、
日
本
か
ら
き
た
啓け

い

明め
い

お
よ
び

角す
み
の
く
ら蔵
花か

遊ゆ
う

ら
を
船
長
と
す
る
船
お
よ
び
客
商
に
対
す
る
令
旨
。

徳
隆
と
い
う
年
号
を
用
い
て
い
る
た
め
、
安
南（
現
在
の
ベ
ト

ナ
ム
）の
も
の
と
判
明
す
る
。
大
元
帥
統
国
政
師
父
清
王
は
、

徳
隆
元
年（
一
六
二
九
）に
師
父
清
王
と
な
っ
た
鄭
（
一
五
七

七
～
一
六
五
七
）の
こ
と
。
鄭
氏
は
、
黎れ

い

朝ち
ょ
う

下
に
あ
っ
て
実
質

的
に
政
権
を
握
っ
て
い
た
一
族
で
あ
る
。
角
蔵
花
遊
は
、
京
都
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エ
ン（
現
在
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
ベ
ト
ナ
ム
の
国
境
沿
海
部
に
位

置
す
る
港
）に
拠
っ
て
地
方
政
権
を
築
き
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
ベ

ト
ナ
ム
に
両
属
し
て
い
た
。
本
文
書
で
は
前
者（
柬カ

ン
ボ
ジ
ア

埔
寨
）を
自

身
の
称
号
に
冠
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
本
文
書
は
、
ク
メ
ー
ル
文
字
で
記
さ
れ
た
も
の
と
そ
の
漢
文

訳
の
二
通
が
一
揃
い
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
朱
円
印
が
捺
さ
れ

て
い
る
。
両
通
の
文
意
は
お
お
よ
そ
同
じ
で
、
こ
れ
以
前
に
信し

ん

牌ぱ
い（
№
19
「
信
牌
」
解
説
参
照
）を
日
本
よ
り
得
て
交
易
し
て
い

た
も
の
の
、
一
七
三
六
年
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
変
乱
に
よ
り
貿
易

船
の
往
来
が
途
絶
え
信
牌
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
先
年

呉ご

苕ち
ょ
う

園え
ん

を
介
し
て

天
賜
の
所
懐
を
伝
え
た
こ
と
、
こ
の
た
び

使
者
の
偓オ

ク
ナ
バ
ヴ
ォ
ル
メ
イ
ト
ゥ
リ

雅
婆
冒
文
得
理
と
船
長
の
林り

ん

善ぜ
ん

長ち
ょ
う

を
派
遣
し
て
再
度

の
信
牌
交
付
を
願
う
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

ク
メ
ー
ル
文
字
の
も
の
は
日
本
議
会（
老
中
を
指
す
か
）へ
宛
て

た
、
両
者
対
等
の
友
好
関
係
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
漢
文
訳
は
日
本
国
王（
徳と

く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

）宛
に
な
っ
て
お
り
、
台

頭
な
ど
に
よ
り
日
本
側
を
持
ち
上
げ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　
当
時
、
華か

人じ
ん

商し
ょ
う

人に
ん

を
船
主
と
し
貿
易
の
た
め
に
東
南
ア
ジ
ア

か
ら
長
崎
へ
来
航
す
る
ジ
ャ
ン
ク
船
は
、
中
国
か
ら
来
る
船
と

同
様
に
唐と

う

船せ
ん

と
し
て
扱
わ
れ
、
信
牌
の
携
行
が
必
要
だ
っ
た
。

本
文
書
に
信
牌
交
付
要
請
が
記
載
さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ

る
。

　
林
善
長
ら
が
寛
保
二
年（
一
七
四
二
）六
月
に
長
崎
へ
到
来
す

る
と
、
長
崎
奉
行
所
は
江
戸
に
注
進
し
、
そ
の
結
果
、
信
牌
一

枚
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
を
得
て
帰
国

の
途
に
つ
い
た
善
長
ら
は
、
翌
年
六
月
、
薩
摩
国
野の

間ま

崎ざ
き

付
近

で
悪
風
の
た
め
破
船
し
て
し
ま
っ
た
。

　
な
お
、
本
文
書
は
近
藤
重
蔵
関
係
資
料
の
う
ち
の
『
外
国
関

係
書
簡
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
重
蔵
が
長
崎
奉
行

手
附
出
役
と
し
て
在
勤
中
の
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）に
、
奉
行

所
に
あ
っ
た
外
国
書
翰
の
写
と
か
つ
て
自
身
が
伝
写
し
た
も

務
を
中
心
に
―
」（
藤
田
覚
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
政
治
と
外

交
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）

【
釈
文
】

（
朱
方
印
割
印
）

「
永
以
為
好
」

　
　
信
牌

　
　
長
崎
通
商
照
票

　
　
長
崎
訳
司
　

劉
・
樊
・
劉
・

林
・
熊

柳
・
文
・
林
・
葉	

特
奉

　
鎮
台
憲
命
、
為
択
商
給
牌
貿
易
粛
清
法
紀
事
、
照

　
　
得
、
爾
等
唐
船
通
商

本
国
者
、
歴
有
年
所
、
絡
繹
不
絶
、
但
其
来
人
混
雑
無

　
　
稽
、
以
致
奸
商
故
違
禁
例
、
今
特
限
定
各
港
船

　
　
額
、
外
加
癸
丑
年
該
販
広
東
港
門
壱
艘
、
所
帯

　
　
貨
物
限
定
估
価
約	

壱
万
参	

千
伍
百
両
、
以
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
朱
方
印
、
印
文
「
結
信
長
遠
」）

　
　
生
理
、
所
諭
条
款
、
取
具
船
主
蔡
元
士
親
供
甘

　
　
結
在
案
、
今
合
行
給
照
、
即
与
信
牌
壱
張
、
以
為

　
　
憑
拠
、
進
港
之
日
、
験
明
牌
票
、
繳
訖
即
収
船
隻
、

　
　
其
無
憑
者
、
即
刻
遣
回
、
爾
等
唐
商
務
必
愈
加

　
　
謹
飾
、

有
違
犯
条
款
者
、
再
不
給
牌
票
、
按
例

　
　
究
治
、
決
不
軽
貸
、
各
宜
慎
之
、
須
至
牌
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
票
給
広
東
船
主
蔡
元
士

享
保
拾
玖
年
肆
月
拾
参
日
給

　
　
　
　
　
訳
司
「（

朱
方
印
）
訳
司
会
同
之
印
」
限
到
　
　
日
繳

20
○
柬カ

ン
ボ
ジ
ア

埔
寨
国こ

く
マ
ク

天
テ
ィ
エ
ン

賜ト
ゥ

書し
ょ

状じ
ょ
う

写う
つ
し

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
二
六
・
一
×
一
三
七
・
一

江
戸
時
代
　
壬
戌
年（
寛
保
二
、
一
七
四
二
）

Ｓ
近
藤
重
蔵
関
係
資
料
四
―
四
〇
二

　

天
賜（
プ
レ
ア
・
ソ
ト
ア
ト
）が
送
っ
た
文
書
の
写
。

氏

は
広
東
出
身
の
一
族
で
、
天
賜
の
父

マ
ク

玖ク
ウ

の
代
か
ら
ハ
ー
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守

　
　
五

（

寛

永

十

一

年

）

月
廿
九
日	

忠
勝
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
雅
楽
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
世
判

薩
（

島

津

家

久

）

摩
中
納
言
殿

	

人
々
御
中

19
　
信し

ん

牌ぱ
い

　
　
一
巻

紙
本
墨
書
　
三
七
・
四
×
五
一
・
三

江
戸
時
代
　
享
保
一
九
年（
一
七
三
四
）

貴
〇
七
―
二

　
信
牌
は
、
徳
川
幕
府
が
外
国
商
人
に
発
給
し
た
貿
易
許
可

書
。
正
徳
五
年（
一
七
一
五
）に
発
布
さ
れ
た
、
長
崎
貿
易
に
関

す
る
諸
法
令（
正し

ょ
う

徳と
く

新し
ん

例れ
い

）で
は
、
来
航
唐と

う

船せ
ん（
中
国
商
人
経
営

の
ジ
ャ
ン
ク
船
）の
隻
数
と
貿
易
額
を
制
限
し
、
そ
れ
を
納
得

し
た
中
国
商
人
に
信
牌
を
与
え
、
信
牌
を
持
参
し
な
い
唐
船
と

の
取
引
を
認
め
な
い
方
針
を
示
し
た
。
た
だ
し
商
人
の
ボ
イ

コ
ッ
ト
に
よ
り
幕
府
の
威
光
が
損
な
わ
れ
る
の
を
避
け
る
た

め
、
建
前
は
唐と

う

通つ
う

事じ
（
中
国
語
通
訳
官
）と
中
国
商
人
と
の
私
的

な
約
束
の
証
明
書
と
さ
れ
た
。
信
牌
に
は
、
船
の
取
引
額
・
出

帆
地
・
受
領
商
人
名
・
発
給
日
付（
日
本
年
号
）な
ど
が
記
入
さ

れ
て
い
る
。
朱
印
が
三
つ
押
さ
れ
、
印
文
は
そ
れ
ぞ
れ
「
永
以

為
好
」（
右
上
、
割
印
）・「
結
信
長
遠
」（
中
）・「
訳
司
会
同
之

印
」（
左
）で
あ
る
。
信
牌
を
軸
と
し
た
貿
易
管
理
の
仕
組
み
は
、

唐
船
の
密
貿
易
を
抑
え
貿
易
の
規
模
を
調
整
し
う
る
有
効
な
手

段
と
し
て
、
幕
末
開
港
期
ま
で
機
能
し
て
い
た
。
展
示
の
信
牌

は
、
現
存
の
原
本
と
し
て
は
最
古
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。	

	

	

（
彭
）

	

〔
参
考
〕	大
庭
脩
「
享
保
時
代
の
来
航
唐
人
の
研
究
」（
同
『
江
戸
時
代

に
お
け
る
中
国
文
化
受
容
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
四
）、

彭
浩
「
信
牌
制
度
に
関
す
る
基
礎
研
究
―
信
牌
方
と
そ
の
職
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22
　
和お

ら
ん
だ蘭
甲か

比ぴ

丹た
ん

ブ
ロ
ム
ホ
フ
家か

族ぞ
く

図ず

伝
川
原
慶
賀
画
／
橘
圃
賛
　
　
一
幅

紙
本
着
色
　
一
〇
九
・
五
×
四
三
・
三

江
戸
時
代
　
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

Ｓ
貴
一
―
二
三

　
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
妻
子
ら
を
描
い
た
図
。
一
八
一
七
年
八

月
、
新
任
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ヤ
ン
・
コ
ッ
ク
＝
ブ
ロ
ム
ホ
フ

は
、
バ
タ
フ
ィ
ア
か
ら
の
赴
任
に
際
し
妻
テ
ィ
ツ
ィ
ア
・
ベ
ル

フ
ス
マ
と
幼
い
息
子
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
、
乳
母
ペ
ト
ロ
ネ
ラ
・
ム
ン

ス
と
ア
ジ
ア
系
の
下
女
マ
ラ
テ
イ
を
同
行
し
た
。
長
崎
奉
行
は

ひ
と
ま
ず
彼
女
等
の
出
島
へ
の
上
陸
を
認
め
た
が
、
そ
の
滞
在

に
つ
い
て
は
江
戸
に
判
断
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
前
例
が
な
い
と

い
う
理
由
で
不
許
可
の
指
示
が
届
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
側
は
再
度

の
交
渉
を
試
み
た
が
実
ら
ず
、
四
人
は
帰
帆
す
る
船
で
送
り
返

さ
れ
た
。
西
洋
の
婦
人
を
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
当
時
の
日

本
人
に
と
っ
て
一
行
は
注
目
の
的
で
あ
り
、
彼
女
等
を
題
材
に

し
た
多
く
の
絵
画
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
図
は
出
島
出
入
り
の

絵
師
川か

わ

原は
ら

慶け
い

賀が

の
作
と
さ
れ
る
が
落ら

っ

款か
ん

は
な
く
、
同
構
図
の
絵

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
右
端
が
テ
ィ
ツ
ィ
ア
、
子
供
を
抱
く

の
が
乳
母
で
あ
る
。
な
お
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
も
慶
賀

の
作
と
さ
れ
る
『
阿お

蘭ら
ん

陀だ

加か

比ぴ

丹た
ん

并
な
ら
び
に

妻さ
い

子し

等ら

之の

図ず

』（
パ
ネ
ル
展

示
）が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
箱
書
に
よ
れ
ば
、
幕
府
が
命
じ
て

書
か
せ
た
図
の
写
で
あ
る
と
い
う
。	

（
松
井
）

	

〔
参
考
〕	長
崎
市
出
島
史
跡
整
備
審
議
会
編
『
出
島
図
』（
中
央
公
論

美
術
出
版
、
一
九
八
七
　
増
訂
版
一
九
九
〇
）、
松
井
洋
子

「
長
崎
出
島
と
異
国
女
性
―
「
外
国
婦
人
の
入
国
禁
止
」
再

考
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
八
―
二
、
二
〇
〇
九
）

【
人
名
部
分
翻
字
】

加
比
丹
妻	

テ
ッ
タ
ー
　

コ
ッ
ク
　

ブ
ロ
ム
ホ
フ

　
ゲ
ボ
ー
レ
ン
　

ベ
ル
グ
ス
マ

V
rouw

	
T
itia	C

ok	B
lom
hoff	G

ebooren	B
ergam

a

大
邦
、
無
任
翹
切
、
曷
勝
企
仰
、

　
壬

（
一
七
四
二
）戌	

年

五
　
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
朱
円
印
、
鳳
凰
）

21
　
唐と

う

船せ
ん

舶は
く

載さ
い

反た
ん

物も
の

切き
れ

本ほ
ん

帳ち
ょ
う

　
　
一
冊（
七
冊
の
う
ち
）

紙
本
墨
書
裂
貼
付
　
二
七
・
〇
×
一
九
・
八

江
戸
時
代
　
嘉
永
七
年（
一
八
五
四
）

Ｓ
〇
一
九
八
―
八
―
一

　
外
題
は
「
嘉
永
七
／「（

朱
）寅
四
番
割
」
／
寅
夏
唐
舟
弐
艘
分
本
売

銀
札
切
本
帳
」。
輸
入
反
物
の
見
本
帳
。
唐
船
が
当
時
日
本
に

舶
載
し
た
染
織
の
実
物
と
長
崎
で
の
取
引
を
明
ら
か
に
す
る
貴

重
な
実
証
史
料
。
い
わ
ゆ
る
鎖
国
下
に
お
い
て
唐
船
・
オ
ラ
ン

ダ
船
が
長
崎
に
持
ち
渡
っ
た
輸
入
反
物
は
、
反
物
目
利
と
呼
ば

れ
る
役
人
に
よ
っ
て
鑑
定
・
評
価
さ
れ
た
。
こ
の
反
物
目
利
お

よ
び
取
引
に
か
か
わ
っ
た
五
ヶ
所
商
人（
入
札
商
人
）ら
に
よ
っ

て
、
各
輸
入
反
物
の
見
本
裂
を
貼
り
込
ん
だ
「
切
本
帳
」
が
作

成
さ
れ
た
。
こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
は
、
嘉
永
七
年
に
長
崎
港
に

入
津
し
た
唐
船
二
艘（
南
京
船
・
寧
波
船
）が
持
ち
渡
っ
た
反
物

の
見
本
裂
を
貼
り
込
ん
で
、
商
人
「
松
田
や
」
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
「
切
本
帳
」
で
あ
る
。
こ
の
「
切
本
帳
」
の
反
物
類
は
、

「
寅
四
番
割
」
す
な
わ
ち
嘉
永
七
年
の
四
回
目
の
長
崎
会
所
と

商
人
と
の
取
引
に
か
け
ら
れ
た
も
の
で
、
本
帳
に
は
各
反
物
の

品
名
・
数
量
・
取
引
名
目
・
会
所
買
入
価
格
・
反
物
の
特
徴
・

入
札
価
格
・
入
札
商
人
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
図

版
に
見
え
る
更
紗
は
す
べ
て
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産

の
更
紗
で
あ
る
。	

（
石
田
）

	

〔
参
考
〕	石
田
千
尋
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
唐
船
舶
載
反
物
切

本
帳
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
八
、

一
九
九
八
）

の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
彼
の
編
し
た
『
外
蕃
通

書
』
に
も
同
じ
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
注
記
に
よ
る

と
、
底
本
は
長
崎
唐
通
事
の
林
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。	

（
岡
、
岡
本
）

	

〔
参
考
〕 N

o
ël P

eri, E
ssa

i su
r les rela

tio
n

s d
u

 Ja
p

o
n

 et d
e 

l’Indochine aux X
V

Ie et X
V

IIe siècles, B
E

FE
O

 23, 1923.

北
川
香
子
「
ハ
ー
テ
ィ
エ
ン
」（
桜
井
由
躬
雄
責
任
編
集
『
岩

波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
四
　
東
南
ア
ジ
ア
近
世
国
家
群
の

展
開
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
）

【
釈
文
】（
漢
文
訳
部
分
の
み
）

　
　
柬
埔
寨
国
大
総
制
統
理
水
陸
軍
務
帯
管
真
臘
通
国
地

　
　
方
進
爵
六
参
烈
巴
司
哲
王

　
謹
啓
于

日
本
国
国
王
殿
下
、

　
　
　
伏
以
、

　
　
徳
星
東
耀
、
九
州
共
仰
光
華
、

　
　
瑞
色
西
臨
、
四
海
咸
瞻
絢
爛
、
盛
世
徴
祥
、
遐
陬
被
沢
、

　
　
恭
惟
、

殿
下
、

　
　
尊
崇
良
徳
、
皇
図
鞏
固
、
如
山

　
　	

寛
曠
、
天
心
聖
度
、
汪
洋
似
海
、
仁
風
遠
播
八
紘
、
沐
綏

撫
之
恩
、

　
　
　	

今
聞
普
揚
万
国
、
彙
謳
歌
之
慶
、
梯
航
絡
繹
以
輻
輳
、
商

賈
遠
近
而
悦
来
、
是
以
昔
年
叨
邀

大
徳
寵	

頒
　
龍
牌
、
拠
于
癸

（
一
七
三
三
）
丑
・
甲

（
一
七
三
四
）
寅
二
年
収
風
広
・
厦
、
不

能
観
光

　
　
上
国
、
徒
切
向
日
私
誠
、
及
至
丙
辰
国
変
人
殊
、
舟
往
牌

　
　
　
滅
、
延
至
去
歳
、
特
遣
呉
苕
園
、
齎
書

　
　
上
陳
、
先
佈
鄙
懐
、
茲
者
、
復
懇
恩
波
広
洒
、
敢
請

　
　
龍
牌
再
頒
、
因
遣
卑
員
六
偓
雅
婆
冒
文
得
理
・
船
商
林
善
長
、

　
　
　
前
趨

貴
国
、
敬
献
土
産
、
虔
表
微
衷
、
伏
望

　
　
金
批
准
行
、
照
例
給
付
、
使
増
声
色
于
敝
国
、
永
被
仁
慈
于
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た
。
対
馬
藩
で
は
、
同
時
期
に
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
朝ち

ょ
う

鮮せ
ん

人に
ん

参じ
ん

の
生し

ょ
う

根こ
ん

入
手
と
合
わ
せ
こ
の
調
査
に
全
力
を
あ
げ
て
取

り
組
み
、
朝
鮮
の
倭わ

学が
く

訳や
く

官か
ん（
日
本
語
通
詞
）た
ち
の
協
力
を
得

て
比
較
的
短
期
間
に
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
。	

（
鶴
田
）

	

〔
参
考
〕	田
代
和
生
『
江
戸
時
代
朝
鮮
薬
材
調
査
の
研
究
』（
慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）

25
　
対つ

し
ま馬

藩は
ん

家か

老ろ
う

古ふ
る

川か
わ

暢な
が

往ゆ
き

等ら

連れ
ん

署し
ょ

書し
ょ

状じ
ょ
う

　
　
一
通

紙
本
墨
書
　
三
六
・
五
×
五
一
・
三

江
戸
時
代
　
安
永
六
年（
一
七
七
七
）

森
潤
三
郎
氏
旧
蔵
文
書
四
五

　
対
馬
藩
の
家
老
が
連
名
で
、
以い

酊て
い

庵あ
ん

住
持
と
し
て
湛た

ん

堂ど
う

和
尚

（
天
龍
寺
の
湛
堂
令れ

い

椿ち
ん

）が
着
任
し
蔗し

ょ

菴あ
ん

座ぞ

元げ
ん（
前
任
者
の
侍
僧
）

も
引
き
継
ぎ
が
済
ん
で
帰
京
の
予
定
で
あ
る
こ
と
を
富ふ

春し
ゅ
ん

軒け
ん

（
相し

ょ
う

国こ
く

寺じ

の
役や

く

者し
ゃ

）に
報
じ
た
書
状
で
あ
る
。
末
尾
の
古ふ

る

川か
わ

図ず

書し
ょ

が
上
席
に
な
る
。
湛
堂
令
椿
は
安
永
六
～
八
年
・
天
明
四（
一

七
八
四
）
～
六
年
の
二
度
対
馬
府
中（
長
崎
県
対
馬
市
厳い

づ

原は
ら

）に

赴
任
し
て
い
た
。
江
戸
幕
府
は
京
都
五
山（
実
際
に
は
天
龍
・

相
国
・
建け

ん

仁に
ん

・
東と

う

福ふ
く

の
四
寺
）の
学
識
あ
る
僧
を
碩せ

き

学が
く

に
任
じ

碩
学
料
を
支
給
し
た
が
、
寛
永
一
二
年（
一
六
三
六
）以
降
、
こ

の
碩
学
の
内
一
名
が
交
代
で
対
馬
府
中
の
以
酊
庵
に
赴
き
、
対

馬
と
朝
鮮
と
の
間
で
や
り
と
り
す
る
漢
文
書
簡
の
起
草
や
点
検

を
行
っ
た
。
こ
れ
を
以
酊
庵
輪
番
僧
、
朝
鮮
修
文
職
な
ど
と
呼

ぶ
。
森
潤
三
郎（
一
八
七
九
～
一
九
四
四
）は
森
鷗
外
の
末
弟

で
、『
朝
鮮
年
表
』『
曲
亭
馬
琴
年
譜
』『
紅
葉
山
文
庫
と
書
物
奉

行
』『
多
紀
氏
の
事
蹟
』
な
ど
の
編
著
書
が
あ
る
。
歴
史
に
深
い

関
心
を
持
っ
て
お
り
、
同
氏
旧
蔵
文
書
に
は
京
都
五
山
や
以
酊

庵
に
関
係
し
た
史
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。	

（
鶴
田
）

【
釈
文
】

一
筆
致
啓
上
候
、
弥
御
健
康
可
被
成
御
座
、
珍
重
奉
存
候
、
然

【
釈
文
】（
図
版
掲
出
部
分
の
み
）

（
第
一
紙
）

　
奉
謝
祭
酒
整
宇
林
公
詞
案

星
軺
十
月
武
関
城
　
誰
贈
詩
篇
慰
遠
征

祭
酒
蔚
為
多
士
表
　
諸
郎
能
継
旧
家
聲

一
言
托
契
真
非
例
　
両
国
交
懽
各
效
誠

傾
美
且
須
拚
勝
言
　
逓
筒
将
得
罄
深
情

　
辛
卯
孟
冬
楊
山
趙
泰
億
大
年
拝
稿

（
第
二
紙
）

　
敬
謝
祭
酒
整
宇
林
公
詞
案
下

海
邦
祭
運
基
于
社
　
東
箭
南
金
價
直
増

丹
穴
奇
毛
傳
頼
鳳
　
滄
溟
逸
嗣
挈
尊
鵬

三
韓
究
子
催
行
李
　
十
月
王
程
尚
飲
氷

列
波
嗣
音
庶
未
易
　
天
涯
回
首
日
東
昇

　
辛
卯
孟
冬
西
河
任
守
幹
用
答
拝

24
　
薬や

く

材ざ
い

禽き
ん

獣じ
ゅ
う

御ご

吟ぎ
ん

味み

被お
お
せ
い
い
だ
さ
れ

仰
出
候

そ
う
ろ
う

始し

終じ
ゅ
う

覚お
ぼ
え

　
　
二
冊
　	

紙
本
墨
書（
一
部
彩
色
）　
縦
二
六
・
〇

江
戸
時
代
　
享
保
六
～
一
五
年（
一
七
二
一
～
三
〇
）　

宗
家
史
料
四
―
四
一
・
四
二

　
江
戸
幕
府
か
ら
の
要
求
に
応
え
て
享
保
年
間
に
対
馬
藩
が
朝

鮮
の
薬
材
と
動
植
物
を
調
査
し
た
際
の
記
録
。
も
と
一
冊
で

あ
っ
た
が
、
後
に
表
紙
を
付
け
た
際
分
か
れ
て
二
冊
と
な
る
。

図
版
は
麋び
（
鹿
の
種
類
）・
蝟い
（
は
り
ね
ず
み
）の
部
分
。
幕
府
は
、

あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
あ
っ
た
朝
鮮
の
動
植
物
の
リ
ス
ト
を
交

付
し
た
う
え
で
、
も
し
日
朝
両
国
で
そ
れ
ら
の
「
唱と

な
え（
名
前
）」

と
「
形か

た

ち（
実
物
）」
の
関
係
に
違
い
が
あ
れ
ば
、
草そ

う

木も
く

は
標
本
、

鳥
獣
は
絵
図
を
提
出
せ
よ
、
と
指
示
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
動

植
物
の
う
ち
朝
鮮
で
の
存
在
や
名
称
が
不
明
確
な
も
の
の
リ
ス

ト
も
示
し
、
朝
鮮
で
の
有
無
を
調
べ
、
も
し
有
る
場
合
に
は
そ

の
漢
字
表
記
を
明
ら
か
に
せ
よ
、
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
だ
っ

	

三
十
一
歳

	
oud	31	jaaren

小
児	

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
　

コ
ッ
ク
　

ブ
ロ
ム
ホ
フ

Zoontje	
Johannes	C

ok	B
lom
hoff	

	

一
歳
ト
五
ヶ
月

	
oud	1	jaar	5	m

aanden

乳
母	

プ
レ
ト
ロ
ネ
ル
レ
　

ミ
ュ
ン
ツ
　
　
　
　
　

M
innem

oer	
Pretronelle	M

unts

	

二
拾
三
歳

	
oud	23	jaaren

下
婢	

マ
ラ
テ
イ	
三
十
三
歳
　

M
eit	

M
aratij	

oud	33	jaaren

23
○
韓か

ん

客き
ゃ
く

酬し
ゅ
う

和わ

　
　
一
巻

紙
本
墨
書
　
四
二
・
〇
×
一
一
七
八
・
五

江
戸
時
代
　
正
徳
元
年（
一
七
一
一
）

林
家
史
料
―
林
家
本
四
〇
―
一

　
幕
府
儒
者
林ば

や
し

大だ
い

学が
く
の

頭か
み

信の
ぶ

篤あ
つ（
一
六
四
四
～
一
七
三
二
）が
、

正
徳
元
年
に
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
の
正
使
趙ち

ょ
う

泰た
い

億お
く

チ
ョ			

テ		

オ
ク

・
副
使

任に
ん

守し
ゅ

幹か
ん

イ
ム			

ス		

ガ
ン

以
下
と
の
唱
和
で
贈
ら
れ
た
詩
文
・
目
録
等
二
三
編

を
軸
装
し
た
巻
物
。
同
じ
装
丁
で
製せ

い

述じ
ゅ
つ

官か
ん

や
書
記
官
と
の
筆
談

を
ま
と
め
た
「
韓
客
筆
語
」
が
あ
り
、
一
箱
に
収
納
さ
れ
る
。

こ
の
通
信
使
は
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

宣の
ぶ

の
将
軍
襲
職
を
祝
賀
す
る
た
め
に

来
日
し
た
も
の
で
、
辛し

ん

卯ぼ
う

年ね
ん

信
使
と
も
呼
ば
れ
る
。
聘へ

い

礼れ
い

は
将

軍
侍じ

講こ
う

新あ
ら

井い

白は
く

石せ
き

の
主
導
で
進
め
ら
れ
信
篤
は
不
遇
を
か
こ
っ

て
い
た
が
、
詩
は
そ
の
よ
う
な
事
情
に
は
触
れ
ず
、
彼
や
そ
の

息
子
達
へ
の
頌し

ょ
う

に
な
っ
て
い
る
。
第
一
紙
記
主
は
通
信
正
使
趙

泰
億
、
第
二
紙
副
使
任
守
幹
、
第
三
紙
従
事
官
と
続
く
。
詞

中
、「
祭さ

い

酒し
ゅ

」
は
大
学
頭
の
唐
名
、「
整せ

い

宇う

」
は
信
篤
の
号
で
あ
る
。

（
鶴
田
）

	

〔
参
考
〕	三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
五
）
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28
　
米べ

い

国こ
く

水す
い

師し

提て
い

督と
く

ペ
リ
ー
自じ

署し
ょ

書し
ょ

翰か
ん

　
　
一
通

紙
本
ペ
ン
書
　
二
五
・
一
×
一
九
・
八

江
戸
時
代
　
一
八
五
三
年（
嘉
永
六
）

Ｓ
貴
二
七
―
一
　

　
一
八
五
三
年
六
月
一
五
日（
嘉
永
六
年
五
月
九
日
）、
米
国
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
マ
シ
ュ
ー
・
カ
ル
ブ
レ
イ
ス
・
ペ
リ
ー

が
、
小
笠
原
の
米
国
人
移
民
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
セ
イ
ヴ
ォ
リ
ー
に

与
え
た
も
の
。
ピ
ー
ル（Peel

）島
は
父ち

ち

島じ
ま

、
ポ
ー
ト
・
ロ
イ
ド

（Port	Lloyd

）は
二ふ

た

見み

港み
な
と

の
こ
と
。
蒸
気
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
サ
ス

ケ
ハ
ナ
号
に
搭
乗
し
た
ペ
リ
ー
は
、
日
本
訪
問
に
先
立
ち
、
同

島
に
貯
炭
所
を
設
け
る
た
め
に
寄
港
し
た
。
書
翰
で
は
、「
本

日
貴
下
か
ら
購
入
し
た
土
地
の
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
貴
下

に
負
わ
せ
、
違
反
者
は
法
の
処
罰
を
う
け
る
と
し
て
貴
下
が
樹

木
の
伐
採
ま
た
は
同
地
へ
の
立
入
を
禁
止
す
る
こ
と
を
求
め

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
セ
イ
ヴ
ォ
リ
ー
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

出
身
で
、
一
八
三
〇
年
に
ハ
ワ
イ
島
か
ら
移
住
し
た
。
本
書
翰

は
、
一
九
三
二
年
に
父
島
在
住
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
某
氏
よ
り
寄

贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。	

（
保
谷
）

【
翻
刻
】

　
　
　
　
　
　U

.	S.	Steam
	Frigate	Susquehanna

　
　
　
　
　
　Port	Lloyd,	Peel	Island,	June	15th	1853.

　Sir,

　
　
　
　I	give	you	charge	as	m

y	A
gent	of	the	piece	of	

ground	this	day	purchased	of	you	by	m
e,	and	request	

that	you	w
ill	forbid	the	cutting	of	tim

ber,	or	any	tres-

pass	thereon	on	pain	of	the	penalties	of	the	law
.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　R

espectfully

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Your	obedient	servant

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　			M

.	C
.	Perry

M
r.	N
athaniel	Savory

Port	Lloyd,	Peel	Island

線
は
道
路
の
建
設
予
定
地
で
あ
る
。
蝦
夷
地
の
中
央
、
現
在
の

旭
川
市
周
辺
に
「
惣
守
護
置
く
べ
き
所
」
と
の
記
号
が
付
さ
れ

て
お
り
、
開
発
進
展
後
に
は
同
所
が
蝦
夷
地
の
中
心
に
な
る
と

想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。	

（
荒
木
）

27
　
露ろ

国こ
く

使し

節せ
つ

レ
ザ
ノ
フ
来ら

い

航こ
う

絵え

巻ま
き

　
　
二
巻

紙
本
着
色
　
縦
四
〇
・
八

江
戸
時
代
　
一
九
世
紀

Ｓ
〇
〇
五
一
―
一

　
ロ
シ
ア
使
節
ニ
コ
ラ
イ
・
Ｐ
・
レ
ザ
ノ
フ（
一
七
六
四
―
一

八
〇
七
）が
、
長
崎
に
来
航
し
た
時
の
光
景
を
描
い
た
絵
巻
。

レ
ザ
ノ
フ
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
の
国
書
と
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）

に
ラ
ク
ス
マ
ン
に
与
え
ら
れ
た
信
牌
を
携
え
て
文
化
元
年（
一

八
〇
四
）九
月
に
来
航
、
通
交
・
通
商
を
要
求
し
た
が
、
翌
年

三
月
幕
府
目
付
遠と

お

山や
ま

景か
げ

晋み
ち

よ
り
通
商
を
認
め
な
い
旨
の
諭
書
を

渡
さ
れ
て
、
国
書
も
受
理
さ
れ
な
い
ま
ま
長
崎
を
去
っ
た
。
上

巻
は
、
レ
ザ
ノ
フ
の
乗
船
ナ
ジ
ェ
ジ
ダ
号
が
長
崎
湾
に
入
港
す

る
経
過
を
表
し
、
下
巻
は
、
梅う

め

ヶが

崎ざ
き（
絵
巻
冒
頭
部
）に
滞
在
し

て
い
た
レ
ザ
ノ
フ
が
遠
山
と
会
見
す
る
た
め
長
崎
奉
行
所
に
向

か
う
様
子
を
描
く
。
長
崎
警
備
を
担
当
す
る
福
岡
藩（
紋
は
白

餅
）・
佐
賀
藩（
紋
は
茖み

ょ
う

荷が

丸ま
る

）お
よ
び
大
村
藩（
紋
は
瓜
）の
番

船
・
番
所
が
展
開
す
る
様
子
、
唐
人
屋
敷
、
唐
船
や
出
島
、
オ

ラ
ン
ダ
船（
た
だ
し
三
月
に
は
長
崎
に
い
な
か
っ
た
）、
西（
使

節
上
陸
地
点
の
右
）・
立
山（
下
巻
左
端
）の
両
長
崎
奉
行
所
と

九
州
諸
藩
の
蔵
屋
敷
な
ど
も
描
か
れ
、
当
時
の
長
崎
を
知
る
た

め
の
史
料
と
し
て
も
興
味
深
い
。
絵
師
の
名
は
判
ら
な
い
。

	

（
松
方
）

者
、
湛
堂
和
尚
御
下
着
ニ
付
、
蔗
菴
座
元
引
渡
等
相
済
、
今
度

帰
京
諸
事
無
滞
御
勤
珍
重
存
候
、
右
之
趣
為
可
申
上
、
如
此
御

座
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋
口
美
濃

　
　
十
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暢
朝（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
田
左
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暢
泰（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
六
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕃
安（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
川
図
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暢
往（
花
押
）

　
　
富
春
軒
大
和
尚

　
　
　
　
　
　
　
侍
衣
閣
下

26
○
蝦え

夷ぞ

地ち

地ち

図ず

　
　
一
鋪

紙
本
着
色
　
七
七
・
一
×
八
〇
・
八

江
戸
時
代
　
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）

Ｓ
近
藤
重
蔵
関
係
資
料
五
―
五

　
北
海
道
本
島
の
地
図
。
中
央
最
下
部
に
「
近こ

ん

藤ど
う

守も
り

重し
げ

手
写
」

と
あ
る
。
近
藤
守
重
は
近
藤
重じ

ゅ
う

蔵ぞ
う

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
明

和
八
年（
一
七
七
一
）に
生
ま
れ
、
先
手
与
力
や
長
崎
奉
行
手
附

出
役
、
支
配
勘
定
、
関
東
郡
代
附
出
役
を
勤
め
た
幕
臣
で
あ

る
。
寛
政
一
〇
年（
一
七
九
八
）松
前
蝦
夷
御
用
取
扱
と
な
り
、

四
度
に
わ
た
っ
て
蝦
夷
地
に
赴
き
、
千
島
列
島
な
ど
を
探
検
し

た
。
そ
の
後
、
書
物
奉
行
や
大
坂
弓
奉
行
に
転
じ
る
が
、
文
政

九
年（
一
八
二
六
）長
男
の
起
こ
し
た
殺
傷
事
件
で
改
易
さ
れ
、

同
一
二
年
に
没
し
た
。
本
地
図
は
、
宗そ

う

谷や

岬み
さ
き

が
西
に
ず
れ
て
い

る
こ
と
、
渡お

島し
ま

半
島
や
噴
火
湾
の
形
状
が
若
干
ゆ
が
ん
で
い
る

こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
正
確
で
あ
る
。
コ
タ
ン（
ア
イ
ヌ
の
村

落
）の
名
前
や
主
要
な
山
名
も
記
入
さ
れ
る
。
海
岸
沿
い
に
は
、

一
里
ご
と
に
黒
点
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
中
央
に
引
か
れ
る
朱

　六
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本

　七
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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彼
ら
は
五
月
に
パ
リ
で
昭
武
一
行
か
ら
離
れ
、
各
国
を
巡
歴

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、「
御
印
章
添
書
」
が
向む

こ
う

山や
ま

一か
ず

履ふ
み（
外
国
奉
行
）か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
渡
さ
れ
た（
静
岡
県
立
中
央

図
書
館
所
蔵
久
能
文
庫
「
御
用
留
」
五
月
一
九
日
条
）。
こ
れ
が

展
示
の
史
料
で
あ
る
。「
仏
国
留
学
諸
藩
士
各
国
巡
歴
一
件
」

と
題
さ
れ
た
封
筒
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
身
は
こ
の

旅
券
添
状
三
通
の
み
で
あ
っ
た
。

　
三
通
と
も
共
通
し
た
様
式
で
、
和
文
、
な
ら
び
に
ほ
ぼ
同
じ

趣
旨
の
英
文
が
書
き
記
さ
れ
、
各
種
印
章
な
ど
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
図
版
は
横
山
主
税
分
。
和
文
・
英
文
の
内
容
は
、
こ
れ

を
所
持
し
た
者
に
対
す
る
一
定
の
保
護
を
各
国
に
要
請
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
有
泉
和
子
氏
に
よ
っ
て
、
和
文
・
英
文
の
左
側
に
あ
る
印
章

な
ど
は
、
一
八
六
七
年
七
月
二
五
日
か
ら
二
八
日
に
か
け
て
の
も

の
で
、
横
山
ら
一
行
は
鉄
道
で
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
行

き
、
そ
こ
で
乗
り
換
え
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
向
か
っ
た

こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。
一
部
で
は
あ
る
が
、
各
国
を
巡
歴
し

た
一
行
の
具
体
的
な
旅
程
と
手
続
き
が
垣
間
見
え
、
興
味
深
い
。

　
な
お
、
横
山
・
海
老
名
は
帰
国
後
、
戊
辰
戦
争
に
参
加
、
前

者
は
会
津
で
戦
死
し
て
い
る
。	

　（
佐
藤
雄
）

	

〔
参
考
〕	宮
地
正
人
監
修
『
徳
川
昭
武
幕
末
滞
欧
日
記
』（
松
戸
市
戸
定

歴
史
館
、
一
九
九
七
）

【
釈
文
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
肥
後
守
家
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
山
主
税

右
之
も
の
、
仏
蘭
西
国
江

留
学
と
し
て
罷
越
候
処
、
修
業
之

暇
、
各
国
巡
歴
い
た
し
度
段
、
願
出
し
に
よ
り
、
聞
届
候
間
、

万
一
、
巡
歴
中
異
変
有
之
節
は
、
此
書
付
を
証
と
し
、
相
当
之

保
護
有
之
候
様
、
其
国
々
官
吏
江
頼
入
候
、

	

仏
蘭
西
巴
里
於
て

　
　
慶
応
三
年
卯
五
月
　
日
本
大
君
殿
下
全
権

向
山
隼
人
正
（
花
押
）

29
　
海か

い

外が
い

旅り
ょ

行こ
う

券け
ん

取と
り

極き
め

通つ
う

知ち

一い
っ

件け
ん

　
　
一
冊

紙
本
ペ
ン
書
　
三
三
×
二
五

江
戸
時
代
　
慶
応
二
～
三
年（
一
八
六
六
～
六
七
）

外
務
省
引
継
書
類
七
九
五
　

　
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）四
月
、
幕
府
は
、
海
外
渡
航
に
つ
い

て
、
学
術
修
業
か
商
業
を
目
的
と
し
た
条
約
締
結
国
へ
の
渡
航

に
限
っ
て
は
、
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
め
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
際
、「
御
免
之
印
章
」
が
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
に
よ
り
、
旅
券
の
制
定
が
必
要
に
な
っ
た
。

　「
海
外
旅
行
券
取
極
通
知
一
件
」
は
、
以
上
の
案
件
な
ど
に

関
す
る
史
料
で
あ
る
。
展
示
部
分
は
、
前
述
し
た
慶
応
二
年
四

月
の
触
書
の
写
を
送
付
し
て
く
れ
る
よ
う
老
中
に
要
望
す
る
、

一
八
六
六
年
六
月
二
四
日（
慶
応
二
年
五
月
一
二
日
）付
の
英
国

特
命
全
権
公
使
パ
ー
ク
ス
の
書
翰
お
よ
び
そ
の
訳
文
で
あ
る
。

	

（
佐
藤
雄
）

	

〔
参
考
〕	石
井
良
助
・
服
藤
弘
司
編
『
幕
末
御
触
書
集
成
』
三
〇
二
五

号（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）、
柳
下
宙
子
「
戦
前
期
の
旅
券

の
変
遷
」（『
外
交
史
料
館
報
』
一
二
　
一
九
九
八
）

30
　
会あ

い

津づ

藩は
ん

士し

等ら

旅り
ょ

券け
ん

添そ
え

状じ
ょ
う

一
括（
全
三
通
、
紐
外
れ
）

紙
本
墨
書
・
ペ
ン
書
　
三
三
×
四
〇
・
五（
広
げ
た
状
態
で
）

江
戸
時
代
　
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）

外
務
省
引
継
書
類
六
一
〇
・
一
八
九

　
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）正
月
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
参
加
な

ど
を
目
的
と
し
て
、
将
軍
徳
川
慶
喜
の
名
代
徳と

く

川が
わ

昭あ
き

武た
け

ら
一

行
は
、
横
浜
を
出
港
、
渡
欧
し
た
。
会
津
藩
士
横よ

こ

山や
ま

主ち
か
ら税（
常つ

ね

忠た
だ

）・
同
海え

老び

名な

郡ぐ
ん

治じ
（
郡
次
、
季す

え

昌ま
さ

）・
唐
津
藩
士
尾お

崎ざ
き

俊と
し

蔵ぞ
う

は
、

留
学
の
た
め
、
こ
の
一
行
に
随
伴
し
た
。
な
お
、
出
港
前
に
発

給
さ
れ
た
旅
券（
横
山
主
税
分
）が
白
虎
隊
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る（
パ
ネ
ル
展
示
）。

　六
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本

　七
折

N
C
東
ア
ジ
ア
と
日
本
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出
品
一
覧№

史
料
名

員
数

時
代
・
年
代
ま
た
は
世
紀

架
番
号

1

　
太
元
帥
法
秘
抄

一
巻

鎌
倉
時
代
・
一
三
世
紀

Ｓ
貴
二
五
─
二

2

◎
東
鑑（
元
仁
元
年
二
月
二
九
日
条
）

一
冊（
五
二
冊
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
一
七
世
紀

島
津
家
文
書
五
三
─
一
─
二
七

2
参
考

　
新
刊
吾
妻
鏡（
元
仁
元
年
二
月
二
九
日
条
）

一
冊（
二
五
冊
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
慶
長
一
〇
年（
一
六
〇
五
）

〇
一
七
六
─
一
─
一
四

3

　
高
麗
牒
状
不
審
条
々

一
通

鎌
倉
時
代
・
文
永
八
年（
一
二
七
一
）

未
整
理

4

○
関
東
御
教
書（
二
階
堂
家
文
書
の
う
ち
）

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

鎌
倉
時
代
・
文
永
八
年（
一
二
七
一
）

Ｓ
島
津
家
文
書
七
九
─
四
─
二
─
九

4
参
考

○
蒙
古
合
戦
勲
功
賞
配
分
状（
二
階
堂
家
文
書
の
う
ち
）

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

鎌
倉
時
代
・
嘉
元
三
年（
一
三
〇
五
）

Ｓ
島
津
家
文
書
七
九
─
四
─
五
─
四

5

　
若
狭
国
守
護
代
・
税
所
代
連
署
遵
行
状

一
通

鎌
倉
時
代
・
延
慶
三
年（
一
三
一
〇
）

未
整
理

6

◎
芥
河
愛
阿
書
状

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

室
町
時
代
・
一
五
世
紀

Ｓ
島
津
家
文
書
二
─
一
三
─
一
七

7

　
俊
仲
周
鷹
書
状（
蔭
凉
軒
日
録
残
簡
紙
背
）

一
通

室
町
時
代
・
延
徳
元
年（
一
四
八
九
）

Ｓ
貴
四
八
─
一
一

8

　
蒋
洲
咨�

文

一
幅

室
町
時
代
・
嘉
靖
三
五
年（
一
五
五
六
）

〇
八
三
五
─
一
〇

9

◎
朝
倉
義
景
書
状

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

室
町
時
代
・
永
禄
一
〇
年（
一
五
六
七
）

Ｓ
島
津
家
文
書
二
─
二
五
─
四

10

　
明�

国�

箚
付

一
幅

安
土
桃
山
時
代
・
万
暦
二
三
年（
一
五
九
五
）

貴
大
─
三

11

　
朝
鮮
国
松
雲
大
師
惟
政
書
状

一
幅

安
土
桃
山
時
代
・
万	

暦	

二
五
年	（
一
五
九
七
）

貴
大
─
一

12

◎
豊
臣
秀
吉
書
状
写

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

安
土
桃
山
時
代
・
一
六
世
紀
　

Ｓ
島
津
家
文
書
一
七
─
七
─
六

13

◎
琉
球
国
中
山
王
尚
寧
起
請
文

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
慶
長
一
六
年（
一
六
一
一
）

Ｓ
島
津
家
文
書
五
─
七
─
一
七

14

◎
暹
邏
国
握
浮

丕

鈞
禄
高
望
君
藍
字
書
状

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
万
暦
丙
午
年（
一
六
〇
六
）

Ｓ
島
津
家
文
書
四
─
一
三
─
八

15

◎
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
平
戸
商
館
長
ジ
ャ
ッ
ク
ス
・
ス
ペ
ッ
ク
ス
書
状

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
一
六
二
〇
年

Ｓ
島
津
家
文
書
四
─
一
三
─
一
〇

16

◎
イ
ス
パ
ニ
ヤ
国
使
節
ド
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
・
ア
ヤ
ラ
、
ド
ン
・

　
ア
ン
ト
ニ
オ
連
署
書
状

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
元
和
九
年（
一
六
二
三
）

Ｓ
島
津
家
文
書
四
─
一
三
─
九

17

　
安
南
国
鄭

令
旨

一
幅

江
戸
時
代
・
徳	

隆	

四
年	（
一
六
三
二
）

貴
〇
二
─
一
一

18

◎
江
戸
幕
府
年
寄
酒�

井�

忠�

世�

・�

酒�

井�

忠�

勝�

連�

署�

奉�

書�

案

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
寛
永
一
一
年（
一
六
三
四
）

Ｓ
島
津
家
文
書
一
八
─
七
─
一

19

　
信
牌

一
巻

江
戸
時
代
・
享
保
一
九
年（
一
七
三
四
）

貴
〇
七
─
二

20

○
柬
埔
寨
国

天
賜
書
状
写

一
通（
一
巻
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
壬
戌
年（
一
七
四
二
）

Ｓ
近
藤
重
蔵
関
係
資
料
四
─
四
〇
二

21

　
唐
船
舶
載
反
物
切
本
帳
　
　

一
冊（
七
冊
の
う
ち
）

江
戸
時
代
・
嘉
永
七
年（
一
八
五
四
）

Ｓ
〇
一
九
八
─
八
─
一

22

　
和
蘭
甲
比
丹
ブ
ロ
ム
ホ
フ
家
族
図

一
幅

江
戸
時
代
・
文
化
一
四
年（
一
八
一
七
）

Ｓ
貴
一
─
二
三

23

○
韓
客
酬
和

一
巻

江
戸
時
代
・
正
徳
元
年（
一
七
一
一
）

林
家
史
料
─
林
家
本
四
〇
─
一

24

　
薬
材
禽�

獣�

御�

吟�

味�

被�

仰�

出�

候�

始�

終�

覚�

書

二
冊

江
戸
時
代
・
享
保
六
～
一
五
年（
一
七
二
一
～
三
一
）

宗
家
史
料
四
─
四
一
・
四
二

25

　
対
馬
藩
家
老
古
川
暢
往
等
連
署
書
状

一
通

江
戸
時
代
・
安
永
六
年（
一
七
七
七
）

森
潤
三
郎
氏
旧
蔵
文
書
四
五

26

○
蝦
夷
地
絵
図

一
鋪

江
戸
時
代
・
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）

Ｓ
近
藤
重
蔵
関
係
資
料
五
─
五

27

　
露
国
使
節
レ
ザ
ノ
フ
来
航
絵
巻

二
巻

江
戸
時
代
・
一
九
世
紀

Ｓ
〇
〇
五
一
─
一

28

　
米�

国�

水�

師�

提�

督
ペ
リ
ー
自�

署�

書�

翰�

一
通

江
戸
時
代
・
一
八
五
三
年

Ｓ
貴
二
七
─
一

29

　
海
外
旅
行
券
取
極
通
知
一
件

一
冊

江
戸
時
代
・
慶
応
二
～
三
年（
一
八
六
六
～
六
七
）

外
務
省
引
継
書
類
七
九
五

30

　
会
津
藩
士
等
旅
券
添
状

一
括（
全
三
通
）

江
戸
時
代
・
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）

外
務
省
引
継
書
類
六
一
〇
・
一
八
九
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